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午前９時５７分開会 

○水野あゆみ委員長 ただいまより、子ども子育て

支援対策調査特別委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 初めに記録署名員を私から指

名いたします。 

  野沢委員、長谷川委員、よろしくお願いいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 次に、請願・陳情の審査を議

題といたします。 

  （１）受理番号１６ 子どもを産み育てやすい

新たな制度を求める請願、（２）受理番号１７ 

出生率改善・産みやすい環境を整備する施策を求

める請願、以上２件を一括議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はありますか。 

○保健予防課長 特に変化はございません。 

○水野あゆみ委員長 分かりました。 

  それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございませんか。 

○長谷川たかこ委員 来年度から新たな部署が新設

されて、親子に対する寄り添い支援事業ポピュレ

ーションアプローチを行うということを今定例会

で御発言がありましたが、これは、親子へのアプ

ローチ、相談機能、情報発信ということなのです

が、この事業をこれからどういうふうに行ってい

くのか。部署としては、どういうふうに異動され

るのか。詳細を教えていただけますでしょうか。 

○子ども家庭部長 まず、部署といたしましては、

現在の子ども政策課の中にその取組をする専管部

署を設置いたします。そこで、現在ポピュレーシ

ョンアプローチに関しては、様々な自治体で先駆

的な取組が行われておりますけれども、今もその

辺りの情報は収集しておりますが、それらをベー

スに足立区として、一番よりよい取組をつくって

いきたいということで、設置していくものでござ

います。 

○長谷川たかこ委員 この間の代表質問で、私、富

山市と明石市のハードの部分、複合施設にいろい

ろと親子の寄り添い支援事業ができる事業を新た

に構築してもらいたいということも提言させてい

ただいたのですけれども、今後新たに施設更新と

かで複合施設とかもできると思うのですが、今回

梅田の図書館の方もしかりだと思うのですけれど

も、ああいうところに富山市と明石市のような親

子で集えて、何か保健センターも併設していると

いうようなそういうふれあいの場、正にポピュレ

ーションアプローチにつながっていくと思うので

すけれども、ハードの部分でもつくっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○子ども家庭部長 長谷川委員のおっしゃる保健セ

ンターなどとのあたりについては、なかなかスペ

ース的なところであるとか難しい部分があるのか

なと思います。ただ、相談機能の充実であるとか

については、様々考えられるかと思いますので、

今後の施設更新などの取組の中で、どのような形

ができるのかについては、検討してまいりたいと

思います。 

○長谷川たかこ委員 正に、旧こども家庭支援セン

ター、土地は綾瀬の駅前ですね。あそこが本当に

一からやり直しということになっているので、正

にあそこの部分の土地を利活用した形で、ポピュ

レーションアプローチの軸となるようなものを築

こうと思えばできると思うのですけれども、是非

つくっていただきたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○子ども家庭部長 綾瀬の旧こども家庭支援センタ
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ーの跡につきましては、エリアデザインという中

でいろいろ計画がなされ、また、今学校が使って

いるというようなことで、延びているというよう

な状況がございます。ですので、そのあたりで今

後どのような形にしていくのか。また、もともと

保健センターがあそこの場所にというような話も

ございましたけれども、現実的にスペースの確保

など様々な課題があると思います。ですので、ま

ずは、現在の状況を把握しながら、また、今後の

いろいろな地域の要望なども確認しながら、どの

ような形ができるのか、庁内で検討していければ

と思います。 

○長谷川たかこ委員 代表質問で、旧こども家庭支

援センターの跡地について提言をさせていただき

ましたら、所管部署の方では、建設的な御回答い

ただいていて、正に明石市とか富山市のようなあ

あいうものをイメージしていただけているのかと

思うような御回答いただいております。 

  東淵江小学校の件もあるので、今後どうなるの

か、まず行く末を見ていかなくてはいけないので

すけれども、そんなに遠くない未来には、きちん

とあそこの綾瀬の土地、皆さんも希望して、本当

に期待して待っているところなので、本当にあそ

こを軸として、親子で集えて、そして、行政が寄

り添ってもくださるようなそういう優しいその施

設を是非つくっていただきたいと思いますので、

要望ですので、よろしくお願いいたします。 

○ぬかが和子委員 今お話あった綾瀬の点では、や

はり多分党派・会派超えて、地域の方が本当に集

える場所にしていきたい、そして、子どもたちの

集いたり、いろいろな拠点にしていきたいという

のは、多分共通しているのではないかと思ってい

るのです。だから是非お願いしたいというふうに

思います。 

  私からは、今ポピュレーションアプローチの話

あったので、まずそこから質問したいのですけれ

ども、うちの方も代表質問で、紙おむつのことに

ついて、宅配して訪問してということで、正にこ

の陳情の内容を質問したわけです。そうしたとこ

ろ区の方からの答弁として、「ＮＰＯがおむつ宅

配事業について、率直な意見を聞いてみたところ

無料でもらえることはありがたいが、おむつを届

けてくれた人に玄関先で相談する気にはなれない

という意見がほとんどであった」ということだっ

たと。だから、このおむつによる宅配は、十分な

メリットがあるとは言えないと判断し、別の形で

の安心につながるアウトリーチ事業の検討が必要

と考えていると。別の形というのは、どういう形

をイメージしているのですか。 

○子ども家庭部長 いわゆるおむつの宅配というよ

うな形ではなく、それぞれ様々な地域の方の状況

を把握しながら、保育園などに通っていない方の

おうちに対して、どのようにアプローチしていく

かというのは、すみません、まだこれから具体検

討していくところですけれども、地域の様々な資

源を活用して、区としての新しい取組をつくって

いきたいと考えているところでございます。 

○ぬかが和子 聞いてみたというのをもうちょっと

具体的に教えていただきたいのですけれども。何

をどういうふうに聞いてみたのか。 

○子ども家庭部長 地域で子育て支援をされている

ＮＰＯ団体の皆様とお話しする機会がございまし

た。その中で、具体的に明石市のような例えばお

むつの宅配というような取組はいかがだろうかと

いうような話をいたしまして、その中で、団体の

中でもいろいろ関わっている保護者の方に聞いて

みたのだけれども、やはりあちらでは、生協の方

がたしかお配りしているというような状況だと思

いますが、そういう方に玄関先で何か相談すると

いうのはなかなか難しいかなというような話がご

ざいました。 

  ですので、明石市の取組は、明石市として先進
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的にやっていらっしゃることは、私どもも十分認

識しておりますが、足立区として、その取組はど

うなのだろうかというような疑問を持っていると

ころでございます。ですので、新しくつくる専管

組織の中で、様々な事例も検証しながら足立区ら

しい取組を是非考えていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

○副区長 実は、私、ＮＰＯの皆さんとお話したと

きにいろいろ参加させていただいてお聞きしまし

た。二つありまして、一つは、なかなか物を配達

してきた人には相談しにくいけれども、実は、家

事支援については非常に高いニーズがあって、本

当に３０分でも１時間でも家事支援をしていただ

けるということについては、非常にニーズがあっ

て、家の中に入ると。そこで相談するという形は

一つあるのではないかというふうな御提案をいた

だきました。ただ、そうなると家事支援の供給側

が足りるのかという議論はありますけれども、一

つ物を配達するよりも実際にニーズがある家事支

援という形で入っていったときに、相談するとい

うことは一つということと、それからもう一つは、

区の子育て支援の情報が非常に見にくいと。散逸

しているので、例えば品川区が導入されてるよう

ですけども、一つのアプリで、子育ての相談もい

ろいろな情報も全部見えるような形があるとやは

り非常に助かるというお話があったので、その二

つが一つ具体的な御提案がありましたので、それ

も含めて、新たなポピュレーションアプローチと

いうのを検討していきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 アプリの方はいいし、別に家事

支援否定するつもりはないのだけれども、そもそ

もポピュレーションアプローチと違っているわけ

よ。聞いている対象が。だって、既に行政とつな

がっている人達たちなわけです。じゃないですか。

結局子育ての★★パレットでしたか、子育ての対

策をやってくださっている方々がつながっている

人に意見聞いてみたというわけでしょう。だけど

紙おむつの宅配事業というのは、正にこの間ここ

で繰り返し議論してきたようにつながっていない

人の中で、本当につまり自ら申請して、何か利用

するとなっていない人たちに目を行き届かせる部

分があるわけです。しかも相手からの相談もある

けれども、要は、そういう中で毎月訪問する中で、

この方ちょっと心配よということで、例のＡＳＭ

ＡＰ（エースマップ）でも漏れているようなそう

いう方々を取り残さない、そのための施策であっ

て、つまり団体に関わって、区の施策を利用して

いる方々だけの意見で、この紙おむつは必要ない

というふうに結論するべきではないと。それは、

根拠が間違っていると思っているのですが、どう

ですか。 

○あだち未来支援室長 ポピュレーションアプロー

チとハイリスクアプローチの区の施策については、

実は、来年１月のこの委員会に我々の方でまとめ

た資料を報告させていただきます。 

  その中で、例えば赤ちゃん訪問では、全員の赤

ちゃんをまず訪問しますので、その次のつなぎを

どうするのかというのを考えてもいいのかなとい

う議論も実はありました。 

  その中で、区として、全員保健師が関わった後

の次のタイミングで家庭訪問できるような仕組み

というのも今後考えたらどうか、先ほどの家事支

援の話もありますけれども、そういうのを含めて、

例えばゼロ歳、保育園行くまでに家庭訪問できる

ような何か仕組みを検討するというところで、今

度の新しい組織も含めて、我々も含めこれから検

討していきたいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 ここで議論してきたことを本当

に反映してほしいと思っているのです。要は、自

らが申請したりそれからもっと言うともらえるか

ら受け取る、確かに置き配の方もあるけれども家

の様子は分かると。やはりそういう中で、前にあ
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ったように産み落として、それで虐待という扱い

で逮捕されるような事案が生み出されないように

するためには、やはりそういうものをいただける

というのはうれしいから多くが申請するわけでは

ないですか。そういう施策が必要だということは

しっかり考えていっていただきたいと。これは、

これからも引き続き議論させていただきたいとい

うふうに思います。 

  それからもう１点。今度は、産後ケアの関係な

のですけれども、情報連絡のところに産後ケアを

改善しますというものが入っているのですけれど

も、これは、ある意味で言うと「こども未来戦略

方針」今年の６月に出された方向性で改善をする

ということでよろしいのでしょうか。 

○保健予防課長 産後ケアの利用、最初は制限があ

りました。子育てに不安のある方とかということ

になっていましたけれども、それが御利用の希望

者があれば皆さん使ってもいいということに変わ

りましたので、それに基づいて広げているところ

でございます。 

○ぬかが和子委員 国のこども未来戦略方針、言っ

ていることとてもよくて、私たちからすると具体

化が不十分という思いはしているのですけれども。 

  ここの部分について、まず一つは、手続等のデ

ジタル化を進めましょうということを言っていて、

それは、デジタル化を進めるというふうに今回な

っているわけですけれども、それでもやはり産後

ケアの場合は、デイサービス型についての一番最

初にやった医療ではない方のデイサービスについ

ては、オンラインで必要な人がもうすぐ申し込め

るわけです。ところが今回の情報連絡であるよう

な改善を踏まえてもあれは、オンライン化するの

は、区役所に行かないで済むということだけなわ

けですよ。つまり今までだと宿泊型等と医療のデ

イサービス型ですよね。これを利用する場合には、

まず区役所に２週間以上前に母子手帳を持ってい

って、それで本人申請して、それで利用者として

認定されて、初めてその認定された後に個別の医

療機関に相談して予約を取ると。こういう中の区

役所に行く部分は、これからオンライン化してい

きましょうということだと思うのですが、やはり

もちろんそれはいろいろな医療機関や受けてくれ

るところの事情はあると思いますけれども、やは

り出産して、産後ケア本当にこういうオンライン

化で、手間や負担を妊婦産に掛けないでいくとい

う点では、その申請のところでも申込みのところ

でもオンライン化できるように働き掛けていただ

きたいと思うのですが、どうでしょうか。 

○保健予防課長 今の御質問、医療機関でどういう

ふうに受付するかという恐らくそういう趣旨だと

思いますけれども、医療機関にいろいろお話を聞

いてみると問診で事前にお話を聞いたりとか、あ

と施設のキャパシティーの問題で、いろいろな調

整があったりとかという話は伺ってございます。

医療機関どこまで何ができるか、これからちょっ

と話をしてみたいと思います。 

○ぬかが和子委員 全体のオンライン化の中では、

正に問診で関わる部分についても書いてそれで申

請するわけです、ほかの分野でも。そういう点で

は、できる部分もあると思うので、是非積極的に

働き掛けをしていただきたいというふうに思いま

す。 

○佐々木まさひこ委員 私からも１点だけをお伺い

したいというふうに思いますが、今「きかせて子

育て訪問事業」というのがやってございますけれ

ども、これは、我が会派で大阪の方の熊取町とい

うところに視察に行きまして、当時の渕上議員と

一緒にこういった取組はどうかということで、提

言させていただいて、実現した事業になりますけ

れども、その当時担当者の方が控室に来られまし

て、これちょっと難しいですよと。やってみまし

たけれどもなかなか・・・。家に上がり込んで話
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を聞くだけというのは、都市部では、ハードルが

高くて、なかなか今進んでいませんというふうに、

いわゆる当時の課長が言われたことを今思い出し

ております。 

  そういった意味では、赤ちゃん訪問からその次

のステップとして、いわゆる訪問事業を行うとい

うことを今、楠山あだち未来支援室長がおっしゃ

いましたけれども、何らかの工夫がないと多分な

かなかハードルが高いのではないかなという気が

してならないのですけれども。 

  今産前・産後家事支援に対して、いわゆる子育

て支援を少し絡めながら事業を組立てていくとい

うことも今されています。長谷川副区長がおっし

ゃったように、いわゆる家事支援の中で、自然に

子育ての悩みを聞いていけるような仕組みという

のがいいのだろうなと。熊取町も大阪と言っても

割と地方の方だったので、家事いわゆる悩みを聞

くのですけれども、一緒に離乳食をつくったりし

てあげたりして、そのような中で、自然とお話を

聞いているという、そういう自然さがいいのだろ

うなということを思ったのですが、そういった部

分で、明石市は、おむつも一つのそういうアプロ

ーチ掛けるためのツールとして使っているのだろ

うと思うのですけれども、そういう工夫は何かな

いときついと思うのですけれども、そこら辺はい

かがでしょうか。 

○副区長 実は、「きかせて子育て事業」の新たな

バージョンアップといいますか改定も含めて、実

は、家事支援については、ＮＰＯの方々からも話

ありましたけれども、実は、うちの職員の中でも

実際自分が子育てをしたときに様々な送り迎えと

か家事支援で非常に助かって仕事をやってきたと

いう職員の声もありまして、やはり何か家庭に入

り込む一つのツールとしては、話聞くだけではな

くて、家事支援というのが一つ大きなきっかけに

なるかなということを体感的に職員の方からも話

ありましたので、そういう方向ができるのかどう

なのかということで、既存事業の組替えも含めて、

これから検討していくというところでございます。 

○伊藤のぶゆき委員 私からは１点だけ。様々な政

策を足立区はやっていて、様々な意見があると思

うのですけれども、何年も前から先ほど副区長が

お答えしたように分かりにくいと。行政へのアク

セスが分かりにくいという話なのですけれども、

子どもを産み育てやすいということになってくる

と当然子どもをこれから産む方、そして、今育て

ている方、当然離婚されている方もいるのですけ

れども、この間離婚されている方がいて相談に来

たのですけれども、離婚をしました、子どもがい

ます、戸籍ができてから親子支援課行ってくださ

いという話になるのですけれども、先ほどぬかが

委員も言いましたけれども早くオンライン化をし

てあげることは当然だと思うのですけれども、こ

れは、いつになったら足立区の政策が分かりやす

いねという形になるのですか。 

○副区長 本当に申し訳ありません。ただ、分かり

やすいというか区民にどう伝えるかということに

ついては、自負するわけではございませんけれど

も、１０年前にシティプロモーションつくったと

きにチラシ１枚、紙１枚区民に伝わる情報発信を

ということについては、他の区も様々頑張ってお

りますけれども、うちの区においても広報紙のコ

ンクールで大賞を取ったということも含めて、か

なり心を砕いて伝えているつもりなのですけれど

も、まだまだ情報をそういう面での工夫は足りな

いというふうには思っておりますので、その情報

を区民の皆さんにどう伝えるかとことについては、

今も頑張っておりますけれども、これからもまだ

まだ十分ではないということ認識しながら改善に

努めていきたいと考えております。 

○伊藤のぶゆき委員 難しいこと言っているのは分

かりますけれども、広報紙に当然載せています、
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皆さんに配っていますというのは分かるのですけ

れども、多分子育てをしていく方というのは、多

分１０代から２０代、４０代ぐらいの方々は、当

然５０代で育てている方もいると思うのですけれ

ども、そうなってくるとよく言う話ですけれども、

携帯があるわけですよ。アプリがあるわけ、スマ

ホがあるわけですよ。それをもう少し丁寧に足立

区の方でつくってあげて、冊子があるのは分かり

ますよ。こうした場合に冊子をいただきました、

当然読めば丁寧に書いてありますよ。ただ、やは

りそういった方が読むのが苦手な方とか、忙しく

てなかなかできない方といったときに、オンライ

ン化は絶対なってくるのでしょうけれども、やは

り自分たちが身を置いたときに自分がもしその方

で、離婚をして働いているとなったときに自分が

全部やっていかなくてはいけない中で、私、離婚

届出し行きました、戸籍ができたら戸籍取りに行

って、今度こちらに行ったら親子支援課行ってく

ださいと。そのときは丁寧に説明してくれている

そうです。係の方たちが別に悪い対応したという

わけではないのですけれども、一体これいつ終わ

るのかという話。いろいろなサービス言ってくれ

るのはありがたいのだけれども、どこに行って、

何をするのかという話になったときにもう少し区

民に優しいというか、皆さんから見たら今いろい

ろここで政策話されていて、もっとこうした方が

いい、もっとこうした方がおむつがどうだとかと

いう話は大切なことだと思うのですけれども、や

はり出生率が高いところを見ると特別なすごいい

い政策がありますか。もちろんあるところもある

のですけれども、やはりコミュニケーションとか、

分かりやすいということが結構上に上がってきて

いるのではないかと思ったときに、何か起きたと

きに足立区のここに行ってみる、ここに行けば全

部ちゃんとつながって、そこで、あとはマイナン

バーがあるのか、健康保険証があるのか、それこ

そ自分の写真も撮れるわけですから、そこで何か

終わるようなことをまず最初にやってあげないと。 

  いろいろな政策をここで我々は話していますけ

れども、話していることは、皆さん毎回話してい

るから分かりますよ。もっと足立区の政施こうし

ましょう、いや、こういうことやっているのです

よ、これが難しいのですよは分かります。これは、

ここで話していることかもしれないのですけれど

も、一番大切なのは、その当事者たちがその声を、

まず子どもを産む前に、こういう施策、例えば子

どもを預けられるところがあるんだなとか、心の

安心が多分一番必要なときには情報ではないです

か。 

  多分何年も前から足立区のホームページとか情

報が分かりづらくてすみませんという答弁は腐る

ほどあると思うのですけれども、いつそれが、こ

れはごめんなさい、最後は要望になってしまうの

ですけれども、そこをもう少し丁寧にやってあげ

ないと足立区どんなにいい施策しても足立区よく

してくれているよねという区民の声がなかなか上

がりにくいと思いますので、なるべく１年後、２

年後には、分かりづらくてすみませんという答弁

がないようにできればしていただきたいなと。こ

れはもう要望で構いません。 

○水野あゆみ委員長 要望で。 

○長谷川たかこ委員 先ほど佐々木委員からもお話

があった家事支援について、確かに私も相談機能

を兼ねると思って、以前から質問はさせていただ

いているのですけれども、１０月１３日に子育て

ホームサポーターの家事保障支援について発言さ

せていただいていて、正に１歳未満というつなぎ

になる期間ですし、１日１回１時間以内となって

いるのですけれども、普通に考えて、私とか家事

補助をいろいろ足立区の委託するところではない

ところにお願いしたりとかしているお母さんたち

の話とか聞いていても、やはり普通２時間使って



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ７  

 

いるのですよね。１時間なんかで食事そんな作っ

て、ばっとやってもう終わりました、さようなら

となってしまって、相談なんかできるはずもない

わけです。そうすると、やはり普通は１回２時間

なのですよ。何でわざわざ１時間にするのは、そ

れは野沢委員だって２時間必要ですよとおっしゃ

り、佐々木委員だって今家事支援の中には相談機

能という話もあって、私、特別委員会なので、こ

の事業は、もう本当に建設的に議論を交わしなが

ら進めていきたいので、せっかくですから各会派

の皆様に家事補助支援は、１回２時間必要、相談

機能兼ねるのであれば２時間必要だと思いますが、

皆様の御意見聞きたいと思います。 

○水野あゆみ委員長 今現在１１月・・・。 

○長谷川たかこ委員 皆様というのは会派の皆様で

す。 

○水野あゆみ委員長 会派の皆様からよろしいです

か。 

  一応家事補助の現状としては１時間ということ

でやっていただいているところですね。それに対

して、皆さんから１時間では足りない２時間必要

なのではないかという意見をもらうということで

よろしいですか。 

○長谷川たかこ委員 今後・・・。 

○伊藤のぶゆき委員 そんなこというのだったら何

でもかんでも・・・。 

○長谷川たかこ委員 いや、だって、今後家事支援

の中に相談機能という話であれば正にこれは入っ

てくると思うので、必要なのではないのかと思う

のですが。 

○水野あゆみ委員長 今、そういったこともひっく

るめての話合いになっていると思うので、各会派

の意見として、今継続なのか、採択なのかという

のもひっくるめての話だと思いますので、 

○伊藤のぶゆき委員 じゃあ何でもありになっちゃ

うでしょう。何でもかんでもみんなに聞くことに

なるでしょう。 

○水野あゆみ委員長 なので、意見の中でも言って

いただいてもいいですし、そういったところで収

めていただきたい。 

○長谷川たかこ委員 はい。この市場の中で御意見

述べていただければと思います。 

  副区長の方で、今そういうふうに職員の方の話

で体感的に家事支援は相談機能につながるよとい

う話もありましたということだったので、１０月

にあった家事補助も本当に行うのであれば１時間

ではなく２時間という枠の中で、やはり相談機能

も併せてやるべきだと私は思いますけれども、執

行機関の皆様いかが思われますか。 

○こども支援センターげんき所長 家事支援、家事

補助ということで、１時間ということで解消させ

ていただいております。以前ももうちょっと時間

を延ばしたらというお話もいただいたことも承知

をしております。 

  この家事補助を開始するに当たって、既存の子

ども預かり送迎サポーターの事業者に研修を受け

ていただかないと素人がやるわけいきませんので、

そういう準備を経て、実現をしたものです。 

  やはりその供給する、実際に補助をする方々に

ノウハウを身に付けてもらって、なおかつ時間的

にどのくらいかと言ったときに、やはりこの１時

間ぐらいでないとなかなか供給の方もマンパワー

とかそういったところも限界があるというところ

から、この時間で開始をさせていただいたという

ところでございます。 

  繰り返しますが、家事補助ということでござい

ますので、家事支援を何でもかんでもできるとい

うことではなくて、乳幼児に関わるような周辺の

家事補助的なことを併せてやらせていただくとい

うそういうスタンス、加えて１時間でやらせてい

ただくということで開始をさせていただいたもの

でございます。 
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○長谷川たかこ委員 家事補助に来られる方々のス

キル、能力というのが個人差があって、これを活

用された方の御意見なのですけれども、結局食事

をつくってもらおうと思ったら片付けだけで終わ

ってしまったとか、食事も中途半端に終わってし

まったという話を聞くのです。だからすごく一人

一人の能力に差があって、てきぱきできる方とそ

うではない方もいらっしゃるという中で、１時間

というのはかなり厳しいなと。やっていただく受

け手側の方も逆に大変だと思うのです。オーダー

をこちら側も求めて、それを１時間内でやってく

ださいという話になっていくので。そういう部分

で、是非２時間という枠を設けるべきだとは思い

ますし、今後家事支援の中に相談機能を入れると

したら、これとは別に、また別個に想定していま

すということなのでしょうか。いかがでしょうか。 

○副区長 私たちの中での議論の経緯ですけれども、

家事支援がきっかけとなって、そこで相談を全て

するということではなくて、相談機関につなぐき

っかけとして家事支援で入ると。ですからそのＮ

ＰＯの方々が言ったのは、食事をつくるじゃない

ですか、例えば１５分でも２０分でも掃除をやっ

て家庭に入ることによって、その方と子育てして

いる人たちの人間関係ができて、相談しやすくな

る。相談したときに家事支援している人が全て相

談を受けるのではなくて、いろいろな機関につな

ぐ、こういうところがありますよ、こういうとこ

ろに行った方がいいですよとつなぐ役割として、

そのきっかけとしての家事支援で人間関係がつく

れるというふうなお話いただきましたので、時間

を増やして、家事支援者が相談機能を持つという

ところまでは考えておりません。 

○長谷川たかこ委員 もちろんよく分かります。た

だ１時間だとすごく時間が厳しく短過ぎて、実際

に御訪問して、また、何かわさわさしている間に

もう終わってしまいましたという話をよくお聞き

するものですから、自分自身もシッターお願いし

たときには、やはり最低でも２時間は来ていただ

いたので、その時間の枠というのは、もう少し緩

和して考えられた方がいいと思っております。是

非検討していただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○水野あゆみ委員長 そのほかございませんか。 

○野沢てつや委員 受理番号１７番「この出生率改

善・産みやすい環境を整備する施策を求める請願」

ということで、いろいろ今議論がありますけれど

も、確かに明石市のこのおむつ無料宅配事業、非

常にすばらしいとは思うのですけれども、うちは、

子ども養子でいただいて、２歳で２年間子どもを

育てて見ているのですけれども、やはりこの宅配

事業に関しては、ポピュレーションアプローチ的

には向いてないような気がします。宅配の方に子

育てに対する相談をするというのは、なかなかき

っかけとしては難しいかなと、個人的な感想でし

かないのですけれども感じております。 

  ですので、やはりこの行政の方、民生委員の方

とか社会福祉協議会の方とか、私なんて今５０歳

なのですけれども、養子いただき今２歳なのです

けれども、本当に子育て中の方というのは多種多

様な方がいらっしゃいますので、ある程度専門知

識を持っている方がやっていただく方が好ましい

のかなと思います。 

  それとあと家事支援について、うちも２時間ち

ょっと使ってはいるのですが、本当に先ほど副区

長がおっしゃったとおり、きっかけとしてはすご

くすばらしいと思います。 

  ただ一方で、正直なところ区の施策として、取

り入れるぐらいの規模になると業者がもつのかな

というのもありまして、正直なところ日本人の方

というのは何か少ないみたいで、うちは今フィリ

ピンの方が来ていただいていて、掃除がメインに

なっているのですね。ですので、区の施策として
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大規模にやるとなると非常にマンパワーが足りな

いのかなという気もしますので、そういった面か

らも行政の方、民生委員の方とか社会福祉協議会

の方とか専門知識を持たれた方がやれる方が望ま

しいと考えておりますけれども、いかがでしょう

か。 

○こども家庭支援課長 家事支援についての専門性

というようなところでございます。今野沢委員が

おっしゃられたとおり、産前産後の家事支援やっ

ている中でも全然供給が追いつかないというのが

現状でございます。各事業者とも１時間程度とい

うような形でやっている。ただそれは、高齢とか

障がいの家事支援も同じようなほぼ１時間という

ような形でやっているというところに準用されて

いるというふうに聞いているところでございます。 

  一方で、養育支援というのは、親の代わりにや

ってあげればいいのかというような議論があろう

かと思います。やはりこれからの子どもを育てて

いく家庭全体が成長していくというふうなところ

で考えた場合に、代わりにやってあげればそれで

いいのかというような議論をしているところでご

ざいます。 

  引き続きどういった形のあるべき姿なのかは研

究していきたいと思っております。 

○こども支援センターげんき所長 これまでこのポ

ピュレーションアプローチのアプローチの仕方で

すとか、あと家事支援もそうなのですけれども、

いずれもこの共通で課題になっていますのが、い

わゆる供給側で、どうやって訪問するのかとか、

どうやって家事支援をもっと充実したもので上げ

られるかといったときの、どういうＮＰＯなのか、

生協なのか、いろいろな形で活用しておりますけ

れども、この足立区でどれだけその供給サイドの

ところのマンパワーを確保したり、養成したりし

ていくこと、これは、今後どのようなツールを採

用するにせよ非常に大きな課題になってくるとい

うことは認識として持っております。 

○水野あゆみ委員長 今、野沢委員が質問したのは、

相談をされる場合は専門知識を持った方がいいの

ではないかということに対しての答弁はいかがで

すか。 

○こども支援センターげんき所長 すみません。ツ

ールの話をして終わってしまいましたけれども、

目的としては、相談ないし専門的なところにつな

ぐというところを目的とした事業を想定している

わけでございますので、それに当たってもやはり

マンパワーどういうふうに養成をしていくのかと

いうことが課題になってくると、そういう認識を

持って検討を進めてまいりたいと考えております。 

○水野あゆみ委員長 ほかにございませんか。 

○佐藤あい委員 「子どもを産み育てやすい新たな

制度を求める請願」というところで、情報連絡に

もあります産後ケアに関してなのですけれども、

この産後ケアの対象について、希望ならオーケー

とするというところは、大変ありがたいなと感じ

ております。今年度横川レディースクリニックも

追加になりまして、予約の取りやすさは改善する

のではないかというお話以前ありましたけれども、

今のところ現状、予約の取りやすさというところ

では、改善の方見られているのでしょうか。 

○保健予防課長 個別の横川レディースクリニック

の予約の取りやすさかどうかは確認できていませ

んけれども、横川レディースクリニック、利用者

数が４月から１１月まで５５件ございました。産

後ケア全体としても昨年度よりも御利用者が２割

から３割ぐらい増えている状況でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。私が利用

した時期は４月よりも以前の話だったので、なか

なか予約が取れなくて、抽せんでみたいなところ

で、医療機関ではないｏｈａｎａ（オハナ）の方

を使っていたのですけれども、なかなか当たらな

いというような状況だったので、そちらも含めて、
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改善しているのかどうかなどは確認されています

でしょうか。 

○保健予防課長 ｏｈａｎａ（オハナ）が行ってい

るデイサービス型のことだと思います。そちらは、

残念ながら希望しても当選されない方も中にいら

っしゃいます。来年度は、すこやかプラザあだち

の方で、同じような事業を実施して、枠を広げる

予定でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。やはり希

望された方がしっかりと受けられるというような

状況をつくっていくためにも、今後また枠を増や

していただけるというところですけれども、また、

希望が増えていくということも想定されますし、

まだまだ周知がし切れているわけでもないと感じ

ているのですね。知らないという方まだいらっし

ゃいます。そういった中で、例えば西松屋ですと

かアカチャンホンポですとか、そういった店舗な

どにも協力いただいたりして、周知・ＰＲという

のはしていくお考えございますか。 

○保健予防課長 現在は、妊娠届のときに直接皆さ

んにお伝えをしてございます。もちろん産後ケア

実施している施設でもお知らせをしていただいて

いるところでございます。ですので、個別のお店

でというのは、今考えていないところでございま

す。 

○佐藤あい委員 最初に説明されて、妊娠中とかに

説明されているというのは、承知の上でなのです

けれども、いろいろな情報がある中で、やはり忘

れてしまってというところだって、どうやって連

絡をするのだったかというところが抜けていると

いう方も周りにたくさんいらっしゃるので、また

ＰＲの方法というのも周知というところは、より

改善をしていただけるとありがたいなと思います

ので、こちら要望で。 

  あと最後１点すみません。オンライン化という

ところで、利用承認通知書の部分は、紙で来るの

だと思うのですけれども、こちらのオンライン化

というのは進まないのでしょうか。 

○保健予防課長 利用の通知については、紙でお配

りします。７日間までしか使えないので、そこで、

印を付けていただいて、回数のチェックなどして

いただくために使ってございます。ですので、紙

でお送りいたします。 

○佐藤あい委員 今の現状は承知いたしました。 

  ただこれもペーパーレス化というのをやはり進

めていくべきではないかなというのは、ここの分

野に限らずなのですけれども、先日の本会議でも

中島議員の答弁でもありましたけれども、是非こ

ちらは、例えばペーパー希望の方もいるかもしれ

ませんけれども、ペーパーレス希望でチェックを

入れて、ペーパーレスを選択できるようにしてい

くなどはお考えいかがでしょうか。 

○副区長 実は、ＩＣＴ推進課の方で、オンライン

申請だけではなくて、こちらから交付するものに

ついても当然もうオンラインでやろうということ

で、そのためには規定も変えてやっていこうとい

うことですので、今のところ産後ケアについては、

まだそこまでいっていませんけれども、大きな方

針としては、区民にお返しするものもオンライン

でということで、区は、規定も改定して進めてい

きたいと考えております。 

○佐藤あい委員 お願いします。ありがとうござい

ます。 

○水野あゆみ委員長 ほかにございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○水野あゆみ委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見を求めます。 

○かねだ正委員 継続でお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 先日明石市の泉 房穂元市

長の講演会をＺｏｏｍで聞く機会がありまして、

子ども施策に全力を挙げて、それが今の明石市の

発展につながっているというようなことをおっし
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ゃっておられました。 

  ただ、課題として、家事支援の時間一つ取って

みても、いわゆる供給側の問題とか様々議論があ

りますので、継続ということで。 

○ぬかが和子委員 今日の議論の中で、今日もとい

う感じなのですけれども、答弁の中でマンパワー

不足という話が出てきて、もうそれこそ契約から

どの分野でも今そういう話になるわけです。だか

ら私なんかも代表質問で、公、民間に問わず、や

はり人をどう育てるかということは、区として、

戦略を持ってしっかりやってほしいというふうに

思っています。 

  それと先ほど質問した分かりやすさ、オンライ

ンというところで、先ほどもあったけれども、例

えば足立区の公式ＬＩＮＥで、ちゃんと扉のとこ

ろに子育てとあるわけです。子育てを押します、

クリックすると保育係数シミュレーション、保育

施設検索、保育業書類ナビ、就労証明書チェック、

この四つしか出てこないのです。来年４月のやつ、

もう受付もう終わっています。やはりそういうと

ころからして、できるところから。だって子育て

の悩みは保育だけではないのですから。だからこ

こで、少なくとも選択肢が出るとか、こちらへと

誘導するとか、そういう改善できるところからや

っていただきたいと。 

  それから、こども未来戦略、国が示した中で、

今日そこも少し質問しましたけれども、やはり国

が言っている部分に対して、足立区は、どの程度

まで来ているのかというのを是非これから明確に

して、議会の方にも示していただきたいというふ

うに思っております。 

  この請願については、採択を求めたいと思いま

す。 

○野沢てつや委員 継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 歩行支援については、これか

ら家事補助とかもありますから、何かできるだけ

今ある既存、これからできる事業も含めて、それ

をどういうふうに拡充して、ポピュレーションア

プローチにつなげていくかということを考えてい

った方がいいのではないかなと思っております。 

  今ぬかが委員からもありましたように、人材を

どういうふうに育てていくか、やはり支援する側

の方々を育てていくということも必要になってく

ると思いますので、そこも併せて、是非皆さんと

一緒に建設的に進めていきたいと思っております。 

  こちらの請願二つとも採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 来年の１月に新しい政策の提案と

いうのをまとめてしていただけるというお話もあ

りましたし、来年度新部署をつくって、その内容

というところがこれからまだ議論が必要かなと思

いますので、どちらも継続でお願いいたします。 

○水野あゆみ委員長 これより採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査と決定いたしました。 

  次に、受理番号３９ どの子も健やかに成長で

きる質の高い保育、父母のニーズに対応した保育

を実施するために、待機児童対策、施設・環境・

体制の整備・拡充などを求める陳情、受理番号４

８ 保育士配置の最低基準の引上げと国民の負担

増を伴わない保育予算の大幅な増額を求める意見

書を国と東京都に提出することを求める請願、以

上２件を一括議題といたします。 

  受理番号３９につきましては、前回は継続審査

であります。 

  受理番号４８につきましては、新規付託であり

ます。 

  また、報告事項②、報告事項③が本請願・陳情

と関連しておりますので、併せて説明をお願いい

たします。 
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○子ども家庭部長 教育委員会の請願説明資料の２

ページを御覧ください。 

  受理番号４８の説明資料でございます。 

  件名、所管、部課名は記載のとおりです。 

  請願の要旨でございますけれども、国と東京都

に対して、保育士配置の最低基準の引上げと保育

予算の大幅な増額を求める意見書を提出してくだ

さいというものでございます。 

  内容及び経過でございます。 

  まず、１番の保育士配置基準でございます。 

  表にございますとおり、国及び都の配置基準が

ございますけれども、足立区では、独自に１歳児

につきましては、国の６対１に対して５対１とい

うような基準を設けております。 

  ２番、足立区の保育士配置でございますが、今

申し上げましたとおり１歳児の５対１、また児童

の状態に応じて、保育士の増配置というような取

組を行っております。 

  ３ページ、項番３の私立保育園への扶助状況で

ございます。 

  足立区では、要綱に基づきまして、国基準を上

回る保育士配置を私立保育園に求めておりまして、

その費用を独自に扶助しているというものでござ

います。アにございます１歳児の配置やイからエ

にございますとおり園の規模などに応じての増配

置を求め、それに対して、保育扶助を出している

という内容となります。 

  項番４、国及び都への要望でございますが、保

育士配置基準の引上げについて、特別区長会ある

いは全国市長会などを通じて、要望しているとこ

ろでございます。保育予算の増額についても、特

に保育士の住居借り上げについての補助について

は、区長会などに要望しているところでございま

す。 

  こちらの資料には間に合っておりませんけれど

も、１２月１１日に国のこども未来戦略会議の方

で、こちらの保育士の配置基準について見直すと

いう報告がされたところでございまして、マスコ

ミ等で報道されております。詳細はまだはっきり

しておりませんけれども、例えば４・５歳児につ

いては、今まで３０人のところを２５人にする、

３歳児についても１５人などの報道がされている

ところでございますので、区といたしましては、

それらの詳細を確認してまいりたいと思っており

ます。 

  続きまして、報告事項の方に移らせていただき

ます。 

  教育委員会の報告資料の２ページを御覧くださ

い。 

  区立保育園、こども園の施設維持管理について

でございます。 

  こちらは、前回の委員会でも資料提出を求めら

れておりましたので、今回御報告させていただく

ものでございます。 

  件名、所管、部課名、記載のとおりでございま

す。 

  区立の保育園、こども園につきましては、所管

課で行います小破修繕と営繕部の方にお願いして

おります営繕一元化工事という形に大きく分かれ

ております。 

  項番１の小破修繕等につきましては、まず、

（１）の全体の流れでございますが、年度４月初

旬に点検表を各園に配布いたしまして、園の方か

ら提出を受け、その後運営担当の方で園を巡回し

て、修繕を決めていくというような流れとなって

おります。 

  （２）は、施設の定期点検で、各園からの主な

要望でございます。アからカの方に記載させてい

ただいております。 

  （３）令和４年度の小破修繕の実績でございま

すが、全体の件数としては１，６７６件、５，９

００万円余となります。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １３  

 

  小破修繕の推移につきましては、３ページの上

段（４）に記載のとおりでございます。 

  また、２番の営繕一元化工事でございますけれ

ども、大規模な電気設備や空調設備などの工事を

行っているものでございます。それぞれ年度ごと

の件数、また６年度の予定について、記載をさせ

ていただいております。 

  ３番、施設更新計画に基づく施設更新でござい

ますけれども、令和４年度、今年の令和５年３月

に議会の方にも報告させていただきましたけれど

も、施設更新計画がございます。その中で（１）

拠点園は１６園ということで、施設更新をしてい

くということ。それから４ページに移りますが、

拠点園以外の施設改修については、機能を維持す

るということで、計画的に計画工事を進めていく

という形でございます。 

  ４番、今後の対応ですけれども、（１）にござ

いますが、園職員の要望をヒアリングしというと

ころで、既に先週から工藤副区長をはじめ、営繕

担当の職員と私ども保育担当の方の職員で、園の

方を回らせていただいております。 

  今後も順番にその取組は進めまして、そして、

（２）にございますが、計画的な修繕計画である

とかを策定して、進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

  ５ページ以降は、この年度の初めに園の方に求

めております点検の報告書の様式が７ページまで

ございます。また、８ページの方には、営繕一元

化工事の実績一覧というところで、令和２年度か

らの工事の記載をまとめさせていただいたもので

ございます。また、９ページの中段以下には、７

年度の営繕一元化工事の予定を入れさせていただ

いております。 

  続きまして、１０ページでございます。 

  令和５年１０月１日の保育所等利用待機児児童

の状況についてでございます。 

  所管、部課名は記載のとおりです。 

  昨年度から１０月１日現在の待機児童の状況を

報告させていただいております。今年度２回目と

なりますが、１０月１日現在５０人という形でご

ざいます。全体の申込み者数や在園児の数、それ

を差っ引いて待機児童数というのがこちらの表の

一番下にある数字となります。 

  項番２の年齢別待機児童数につきまして、昨年

度と比較した表を掲載させていただいております。

昨年度は全体で４１名でしたが、今年は５０名と

いうところで、特に１歳児のところが増えている

状況がございます。 

  １１ページの項番３でございますが、こちらは、

地域別の数の内訳となります。 

  そして、４番、年齢別空き定員数というところ

で、こちらは、この１０月１日段階での年齢ごと

に保育園にどの程度空き定員があるのかという比

較表となっております。 

  今後の方針でございますけれども、現在実施し

ております年度途中の待機児対策の検証をしてい

くということと、また新たな対策を検討いたしま

して、待機児童解消アクションプランの改定を行

ってまいる予定でございます。 

  １２ページ以降は、細かい内訳の表となってお

りますので御確認ください。 

  私からは以上でございます。 

○水野あゆみ委員長 それでは質疑に入ります。 

○佐々木まさひこ委員 今、子ども家庭部長から政

府は、11日こども未来戦略案を発表して、来年度

から保育士の配置基準を３歳児の場合、現行２０

人から１５人、４・５歳児、現行３０人から２５

人とする案を示したということでございます。こ

れは、７５年ぶり、７６年ぶり、そのくらいの改

定ということだそうですけれども、新基準に対応

する財政措置というのは、当然取られるとは思い

ますけれども、問題は、やはり保育士の確保とい
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うことだろうというふうに思います。 

  この措置によって、増やす必要がある保育士の

人数というのは、どの程度試算されておられます

か。 

○子ども政策課長 今回の新基準の方で計算をして

みると必要最低限必要な人数について、公立園で

３歳で７人、４歳と５歳で合計で７人増える形に

なります。 

○佐々木まさひこ委員 保育園の公立園だけではな

いので、いわゆる民営の保育園に関しての試算と

いうのはまだやっておられませんか。 

○私立保育園課長 私立保育園におきましては、新

基準におきまして、３歳児で３２名、４・５歳で

２６名これまでの基準から増える形になります。 

  いずれにしましても、区の方の今基準に合致し

ている形で運営をされておりまして、今回の基準

の変更に伴って、増員が必要ということではなく、

現・実数で申し上げますと人数は充足しておりま

すので、継続していくの方の補助等はやっていき

たいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 急な保育士の確保というの

は、非常に難しい側面もございますけれども、こ

こで、政府の方では、当面の間従前の基準により

運営することも妨げないという経過措置を打ち出

されてもいるのです。ただ、当然のことながら保

育所を増やさなければ、いわゆる加算もされない

わけですから、区としても保育士確保のための更

なる策というのを様々検討していかなくてはいけ

ないと思うのですけれども、そこら辺急な話では

ございますけれども、何か幾つかの案というのは

検討されておられるのでしょうか。 

○私立保育園課長 次回の委員会で、また報告をさ

せていただきたいと思うのですが、せんだって補

正予算の方で、保育士確保の拡充について、予算

をお認めいただきまして、今後令和５年度途中か

らにはなるのですけれども、例えば保育士の奨学

金の返済支援制度でありますとか、そういったも

のについて、拡充をしていく予定でございます。 

○佐々木まさひこ委員 やはり新しい基準にのっと

って、保育士が確保されるように区としても様々

努力をしていただきたいというふうに思いますの

で、ろしくお願いいたします。 

  あともう１点だけ。いわゆる施設点検のお話が

ございました。区立保育園、こども園施設維持管

理についてということで、この令和５年度施設定

期点検表兼報告書というこの表を一目見て、非常

に違和感を感じたのですけれども、５ページ、屋

上、屋根、通常な雨でも雨漏りする箇所とか、屋

根が変形、腐食、ぐらつきとか、それから防火設

備、開放できない非常口の有無とか、排煙設備劣

化・損傷・不具合、非常用照明装置が故障や不点

灯の有無、それから水道使用料の急な増加、電気

設備、コンセント、照明器具、放送設備、電話等

の不具合というのは、これは、定期点検の項目で

すかという非常な違和感を感じたのですけれども、

こんな不具合があったら直ちに修繕に向かわなけ

ればいけないような事柄を４月に回して、５月に

改修して、それからおもむろに改修に行くのとい

う、本当に申し訳ないのですけれども、直ちに修

繕しなければ子どもの安全が保てないのではない

ですかということを非常に違和感を感じたのです

けれども、そこら辺はどうなのでしょうか。 

○子ども施設運営課長 こちらの施設定期点検表で

ございますが、こちらは、施設営繕部の方で、全

庁的に一部学校であったり、除かれる、ここの点

検表とは別のやり方をやっているところがござい

ますけれども、保育園をはじめ、区内の公共施設

施は、施設営繕部の方でこの点検表を用いて、実

は実施をしているところでございます。 

  今佐々木委員が御指摘ございました本当に急ぎ

で修繕が必要なものというのにつきましては、随

時こちらからもそういうも上げてくださいという
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ことで、園の方にお伝えしておりまして、随時こ

れとは別に上がってきているものがございますの

で、その辺りは、しっかり即時の対応をしている

というところでございます。 

○佐々木まさひこ委員 年間件数として１，６７６

件もあって、金額で５，９００万円余も金額使っ

ているわけですから、そういう面でいろいろな不

具合がいっぱい出ているのだろうとは思うのです。 

  ただ、施設営繕部である面こういう共通のフォ

ームでやっているのだとしたらやはりこれは、も

うちょっと内容は改善した方がいいというふうに

思いますし、必要な項目に関して、定期点検とい

うならもうちょっとひび割れがこの程度広がって

いるとか、そういう普通、ほぼ素人がみているわ

けではないですか。所管課に確認したら、素人が

見ても明らかな不具合という、それを確認するの

ですと言うのですけれども、それはどうなのだと

いうふうにこれはちょっと。 

  このようなある面報告書に関しても改善は求め

たいというふうに思いますので、いかがでしょう

か。 

○教育長 全施設に関わることでもございますけれ

ども、施設営繕部と相談いたしまして、改善に向

けて検討いたします。 

○かねだ正委員 今、佐々木委員がお話ししたこと

と幾つか質問しようかなと思ったことが大体佐々

木委員が質問されたのであれなのですけれども。 

  これ、新規付託の件も請願になっているので、

この内容で、少し具体的にどうなのかなと教えて

いただきたいというところがあるので、ちょうど

請願者の紹介議員の方がお２人委員会にもいらっ

しゃるので、教えていただきたいのです。 

  今回保育士の配置の最低基準の引上げと国民負

担増伴う保育予算の大幅な増額ということなので

すけれども、請願の趣旨、請願の理由等々読ませ

ていただいたのですが、政府の方のこども未来戦

略方針の中でも先ほど議論にもなっていましたけ

れども、保育士の配置基準の見直し等々がこれか

らあるわけです。ここで言うまず一つ目の最低基

準の引上げというのは、要は、これ以上政府が今

示しているものよりももっともっと保育士の配置

基準を上げていってほしいということなのでしょ

うか。まず一つは。 

○ぬかが和子委員 具体的に何対何と言うことでは

ないと思うのと、それから具体的に来年度から３

０対１、を２５対１にするとかと出たのは、つい

数日前です。ですからこの陳情・請願が出された

時点では、やはり全体として、今全国で７０年、

ゼロ歳児でも５０年間改定されていないと。だか

ら、やはりそれをほかの先進国同様に改善してほ

しいという、全国でそういう運動が今あるのです

けれども、そういうものでだというふうに理解し

ております。 

○かねだ正委員 となると今ここで示されている、

まだ具体的に決定とかではないと思うけれども、

１歳児については６対１から５対１になって、４

歳・５歳児に対しては３０対１から２５対１とい

う、これで、今要望されている方の願意は、ある

程度満たされているということでいいのですか。

それともこれ一緒、数字ではないとおっしゃった

けれども。 

○ぬかが和子委員 正に私が質疑しようと思ってい

た部分ではあるのですけれども、まず、この請願

の中で、それと同時にその財源問題についても触

れているわけです。国民負担を増やさない形でや

ってほしいと。そういう点で言うとまだここの部

分は、不明瞭という点では願意を満たしていない

と。それから配置基準についても、例えば４・５

歳児が仮に１対２５になったとしても、正に質疑

しようと思っていたのですけれども、１対２５に

なったとしても幼稚園の方は、４歳児・５歳児そ

れぞれなのです。だけれども、保育園は４・５歳
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児となっていて、どういうことかというと、例え

ば今で言うと３０人、４・５歳でいたとしましょ

う。そうすると国基準では、１人の保育士で４・

５歳児３０人を見るのです。これが幼稚園だった

ら１５人、１５人、４０人、それぞれ４・５歳児

がいたら１人ずつ担任が付くのです。そういう配

置基準の違いもあると。そういうことも含めて、

まだまだ不十分で、本当に子どもたちの健やかな

成長に必要な配置基準改善をしてほしいと。それ

から、まだいろいろあるのですけれども、全部言

った方がいいですか。 

○かねだ正委員 時間もあるので。 

○ぬかが和子委員 それからこの請願が出された時

点では、こども政策担当大臣、これが配置基準そ

のものを変えるのではなくて、つまり、５対１に

しますよとか３０対１を改善しますよという方針

を出した後の答弁でです。こういうふうに言って

いるのです。「公定価格の加算措置により実施す

る」と言っているわけ。つまり基準を明確に変え

るのではなくて、加算、今区でやっているのは加

算です、私立なんか。そういう形というのは、基

準ではないから拘束力ないのです。そういう課題

もあるという点では、その辺については、まだま

だ実際にどうなのといっても不明瞭な点があると

いうふうに思っていますので、私の理解では、つ

まり請願が出された当時は、まだ、もちろん願意

満たしてないのですけれども、現時点でも願意を

満たしているというふうには、まだ、これから求

めるべきことがあるだろうと思っております。 

○かねだ正委員 今の話、詳しく説明していただい

てありがとうございます。 

  そうするとこれ出されたときから状況が変わっ

ているということになれば、文言として、これは

意見書ですから非常に言葉が大事になると思うの

だけれども、変わっているのではないかと私は思

うのですけれども、その辺についてはいかがです

か。 

  例えばもう少し今政府が出しているものについ

て、具体的に早急に示してほしいとか、そういう

ことになっているのかなというふうに私は感じた

のですけれども。 

○ぬかが和子委員 よく議会でも願意を満たしてい

というのがどういうことを指すのかというのが議

論になることがあるわけですけれども、その願意

を満たすというのは、当該年度において、既に計

画が決定しているとか、予算化しているとか、そ

ういう場合も願意を満たすということになってい

て、方向性が出されたという段階では、願意を満

たすというふうにはならないわけです。議会の中

での採択基準においても。そういう点では、正に

国が方向性ある程度出しているとそういう状況だ

からこそ採択をして、区からも意見を上げていく

ということが大切になっているだろうと思ってお

ります。 

○かねだ正委員 ありがとうございます。ぬかが委

員が紹介議員として説明していただいたので、十

分伝わってくる部分もあるし、意見の少し違うと

ころもあるのかな。これは、しようがないしょう

がない部分なので、その辺も踏まえて、また議論

していきたいというふうに思いますので、ありが

とうございます。内容としてよく分かりました。 

  それで、この件は、ぬかが委員まだまだお話し

になりたいと思いますけれども、これで一旦終わ

りにさせていただいて、私も前回資料要求させて

いただいたので、こども園の施設維持管理につい

て、具体的にどういう要望が上がっているのか、

資料提出してほしいということで、まずこういう

ふうに上げてきていただいたのはありがたいなと

思います。 

  先ほどこれも佐々木委員がおっしゃっていた部

分と私も疑問点は非常に同じところを思っていた

部分があって、そこは改善してほしいという話は、
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先ほど答弁されたので、そういうふうにしてほし

いなと思います。 

  ちょっと思ったのですけれども、数多くのこう

いう修繕の要望がある中で１，６７６件あって、

金額が５，９００万円余ということですから、１

件当たりのことに対しては、恐らく本当に細かい

ことなのだろうというふうに思います。 

  優先順位を多分決めなければいけないのだろう

と思うのですけれども、それは、基本的には何か

区の中できちんとした基準があって、こういうふ

うに優先順位を決めていくのか。それとも職員の

方が話し合って、ここにも話し合うようなこと書

いてあったけれども、優先順位を決めていくのか。

そういう基準を決める優先順位というのはあるの

ですか。例えば安全性だとかいろいろあると思う

のですけれども、それは、基準というのがなくて、

区の職員の皆さんが判断していくということなの

ですか。 

○子ども施設運営課長 こちら修繕の基準というと

ころでございますけれども、明確に明文でという

ところではなく、やはり区立保育施設係の担当職

員の方で、お子さんまず安全性最優先になります

けれども等を勘案させていただき、基本的にこの

小破修繕に関しましては、即時対応のものになっ

てございます。まず安全性を第一に対応をしてい

るところでございます。 

○かねだ正委員 金額も小さいからすぐできる工事

と言ったらいけないのだろうけれども、すぐ対応

できる工事なのだろうと思います。 

  これは、令和４年度の実績なのですけれども、

大体毎年件数としてもこの前の年とかその前の年

かちょっと分からないのだけれども、同じような

件数で同じような金額だということなのですね。 

○子ども施設運営課長 件数でございますが、申し

訳ございません。件数詳細手元にございません。

金額に関しましては、３ページに記載のとおり、

おおむね同じぐらい５，０００万円か６，０００

万円ぐらいを要しているという状況でございます。 

○かねだ正委員 大体用意しているということは、

予算ありきでやっているということですか。 

○子ども施設運営課長 要している、５，０００万

円から６，０００万円を使っているという状況で

ございます。予算としては、もちろん取っている

予算あるのですけれども、前年度等これまでの状

況を勘案して、一定数増えても対応できるような

予算立てをしているところでございます。 

○かねだ正委員 もともと予算額５，０００万円、

６，０００万円ぐらいということで。ちなみに、

前の令和３年と令和２年というのは、予算として

はどのぐらいの予算なのですか。予算使っている

のですか。あと件数。 

○子ども施設運営課長 申し訳ありません。手元に

予算額がないので、後ほど改めて御報告をさせて

いただきたいと存じます。大変申し訳ございませ

ん。 

○かねだ正委員 後で教えてもらえればいいのだけ

れども、これは、予算ありきでやったら駄目です。

予算ありきで予算がこのぐらいだから今年の修繕

はこのぐらいにしていこうというのは駄目です。

それでは安全性の担保にならないです。ある程度

の予算が掛かってもやはり直していくということ

は大事なこと。それが安全性に関わることなので、

そこの部分は、しっかりそういうふうにやってい

ただかなくてはいけないと思いますけれども、そ

ういうふうになっていますか。 

○子ども家庭部長 もちろん当初予算で一定額積む

のは当たり前なのですけれども、当然執行状況を

見て、必要があれば補正等の対応が可能となりま

すので、その辺りは状況を見ながら特に安全性が

おっしゃるとおり一番大事でございますので、そ

の辺りは適正に対応したいと思います。 

○かねだ正委員 それはそういうふうに要望もさせ
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ていただくし、その結果も見せてください。 

  今、そういうふうにおっしゃったことがもう数

字になって表れてきますから。同じような金額が

ずっと続いているということであれば、これは予

算ありきでやっているということだから、予算が

そこの程度助成金なんかであるけれども、ある程

度の助成そこまでいったら相談等々もう受け付け

ないというのは、補助金等の助成金等々であるけ

れども、そういうこととは違うことだから。そこ

は、きちんとこれは結果を見ると分かると思うの

で、申し訳ないですけれども、是非その結果を今

度でもいいし、個人的でもいいから示していただ

ければと思います。 

  以上です。 

○長井まさのり委員 私の方もこの区立保育園・こ

ども園の施設維持管理について、何点か質問させ

ていただきます。 

  いろいろな要望が出ていて、即時対応していた

だけているということでございますけれども、こ

のウのところで、「トイレが古く、汚いので改修

してほしい」というのは、これは、子どもさんが

使うトイレですか。汚いというのは、どういう汚

い状況なのでしょうか。 

○子ども施設運営課長 トイレに関しましては、も

ちろんお子さんも使うトイレもございますし、あ

と職員用のトイレもあるところでございます。汚

いというのは、やはりどうしてもいずれの園も４

０年、５０年たってきているところで、古びてき

てしまうというところかと存じます。ただ、掃除

をしたり、もちろん日常でしっかりしてございま

すので、衛生面はしっかり気を付けて対応してい

るところでございます。 

○長井まさのり委員 このトイレの汚い、特に子ど

もさんが使うトイレであればそうした環境整備も

至急対応していかなければいけないと思いますの

で、しっかりスケジュールを立てて、やっていた

だきたいと思います。この意見が上がったところ

については、即時対応していくという方向でよろ

しいのですか。 

○子ども施設運営課長 意見をいただいたところに

関しましては、一つ一つ中身を確認させていただ

き、もちろん即時対応できるものは即時対応いた

しますし、あと大規模な工事がもし必要になって

くるものがございましたら、そちらは、計画的に

毎年度の工事の中で対応していくことになるとこ

ろでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。また、エのと

ころで、職員トイレを洋式便器にしてほしいとあ

りますけれども、今区立保育園・こども園で３０

園ですか、３２施設であったかなと思いますけれ

ども、この中で、一部この和式があるという園は

どのぐらいあるのですか。 

○子ども施設運営課長 今区立３０園ある中で、和

式が残っているところが１６園ございます。ただ、

いずれの園も洋式の便器はございますけれども、

一部和式が一つ二つ残ってしまっているという状

況でございます。 

○長井まさのり委員 １６園ということで、和式が

一部残ってしまっているということでございます

けれども、今は、和式というのは、なかなか皆さ

ん使用しないのではないかなと思うのです。そう

するとこの洋式の数しか使用できていない状況に

なるかと思いますので、こちらの方もしっかりこ

の改修のスケジュールを立てて、取り組んでいっ

ていただきたいと思うのですけれども、この改修

のスケジュールについてはどうでしょうか、１６

園。 

○子ども施設運営課長 こちらトイレでございます

が、スケジュールについては、今、和式が残って

いるところは、大規模な工事が必要となるもので

ございますので、施設営繕一元化工事という中で、

施設営繕部の方に依頼をして実施するものになり
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ます。ですので、施設営繕部の方に今依頼を上げ

ておりまして、順次保育園だけではなく、ほかの

施設との兼ね合いの中で、各年度にどの工事をや

るかということが決まってくるところでございま

す。 

  ６年度も実施を予定しているところが１園ある

のと７年度以降も順次実施をしていく予定でござ

います。 

○長井まさのり委員 分かりました。営繕と連携を

取りながらでございますけれども、６年度で１園

ですか。そうするとまだあと１５園残っていると

いうことでございますので、先ほども優先順位は

子どもの安全性を最優先するということでござい

ますけれども、それはもうそのとおりでございま

すけれども、この職員の環境整備についても後回

しになるようなことのないようにしっかり取り組

んでいっていただきたいと思います。 

  また、学校と違って、夏休み期間がないために、

いろいろな改修工事もしっかり計画立てていかな

いとなかなか進んでいかないと思いますので、そ

の辺についても強く要望をいたすところでござい

ます。 

  また、この３のところで、施設更新計画に基づ

く施設更新と拠点園については施設更新後、それ

以外の園については、閉園または民営化までの施

設機能維持を図る方針であるということで、閉園、

民営化というのは、保育の需要をしっかりと見て

いきながらでございますけれども、現在の検討状

況というのはどうなっているのでしょうか。 

○子ども施設運営課長 現時点では、今年３月に施

設更新計画の方を立てさせていただいて、その中

では、まず拠点園１６園残して、それ以外のとこ

ろは、先ほど長井委員おっしゃられたようにいず

れは保育需要を見て、閉園ないし民営化等を検討

していくとさせていただいているところでござい

ます。保育需要のところも今しっかり庁内的には、

どういう形になっていくかというところを把握し

ながら実際年度どこの年度でというところ、申し

訳ないですが、今の時点ではっきりどこで閉園と

いうのは決まっていないところでございますけれ

ども、そのあたりをしっかり把握しながら計画し

ていきたいと考えているものでございます。 

○教育長 今回、前回の委員会でいろいろ御指摘を

いただいた部分もありまして、専門職の皆さんの

現場を見ていただいてということなのですけれど

も、具体的に建て替えをやるにしても今長井委員

おっしゃったように、常時１年間営業している施

設になりますので、例えば仮設園舎をつくれるに

はどこの場所があるのかとか、具体的にそういっ

た１園、１園ずつ具体的にできるような環境をど

ういうふうにつくっていくのかというところを今

具体的に詰めているところです。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  国の方で、「こども誰でも通園制度」の創設を

今目指しているところでございますけれども、今

全国の自治体の中でも３１自治体５０施設でモデ

ル事業をやっていると聞いております。２３区で

も文京だったり、品川・渋谷・中野などでござい

ますけれども、この辺について、何か情報とかは

つかんでいらっしゃいますか。 

○子ども政策課長 「こども誰でも通園制度」でご

ざいますが、こちら都の方でも同様の事業を実施

しておりまして、次年度に向けて、足立区におい

てもその事業を活用してできないかというところ

を今検討を進めているところでございます。対象

施設は、私立保育園であるとか幼稚園とかいわゆ

る就学前施設が対象にはなるのですけれども、足

立区の場合ですと今のところ幼稚園の２歳児で来

年４月から導入できないかというところで進めて

おります。保育園につきましては、先ほども年度

途中の待機児のお話をさせていただきましたが、

一定数年度途中待機児が出ているところでござい



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２０  

 

ますので、保育園での導入につきましては、その

状況を見ながら順次導入できないか検討は進めて

いきたいというふうに考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。保育園につい

ては、ゼロ歳、１歳、２歳で空きがないという状

況もございますので、この閉園とか民営化につい

てもそうした国の動向もしっかり注視しながら、

しっかり検討を進めていっていただきたいと思い

ます。 

  最後になりますけどもう１点だけ。今の都営住

宅の建て替えによって、よく１階に保育園が入っ

ていて、建て替えを進めている団地でも今後その

保育園の存続がどうなるのかというお声を保護者

の方から私聞きます。今回の申込みについても東

京都からいろいろな情報を得て、申し込む保護者

の方にもしっかり周知していって、伝えていって

いただきたいと思いますけれども、この東京都の

方からなかなか情報がよく入手できないケースも

あるかと思いますけれども、その辺について、し

っかり不安のことのないように取り組んでいって

いただきたいと思うのですけれども、いかがでし

ょうか。 

○私立保育園課長 今お話ございましたのは、恐ら

く都営住宅の中に運営をしている私立保育園の案

件かと思われます。そちらの園につきましては、

住宅課の方と情報共有しまして今連携して、東京

都の方から情報をいただきながらできる限りの範

囲で、保護者の方には情報開示していきたいと考

えているとこでございます。 

○さの智恵子委員 私の方では、受理番号３９に質

の高い保育、また父母のニーズに対応した保育の

実現ということでございまして、現在私立認可保

育園をはじめ、小規模、また保育ママ、認証保育

園には、どのような体制での指導を実施されてい

くかお聞きをしたいと思います。 

○子ども家庭部長 まず、基準に基づく指導検査と

いうのを、認可保育所ですと２年に１回ですとか

という形でやらせていただいております。それ以

外に定期的に巡回訪問という形で、運営が適正に

行われているのかも含め、あるいは、何か園の方

で抱えている問題などがないかとか、その辺現場

の保育士たちの声を聞くような取組も併せて行わ

せていただいているところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  先日認証保育園の保育士の方から、あるお声を

お聞きをしました。それは、区の指導検査で言わ

れた指摘ということでございまして、例えば朝の

登園時に園児のおむつ替えをその保育園では保護

者の方にお願いをしているそうなのです。これに

は理由があるということで、やはり保護者の方、

お忙しいと。例えば、便意を催したと思ってもそ

のまま園に連れてくる、そういうこともあったと

いうことで、そのお子様の負担とか様々考えてや

っているそうなのですが、それはどうなのかとい

う指摘があったそうなのですね。もちろん保護者

の方がもう大変お忙しくて急いでいるときは、こ

ちらでやるけれども、それで１名抜けてしまうと、

いらっしゃる園児に対しての保育士も不足してし

まうということがあったということもございまし

た。 

  あともう１点が食事のことでございまして、大

体こういう保育園では、決まった時間に園児の方

の食事を取るのですが、その際も園児は食べてく

る時間がまちまちだと。早いうちでは６時、７時、

８時とある中で、同じ時間でいいのかとそういう

御指摘があったそうです。もちろん園児の方が眠

くなれば、それはもうもちろん先に寝かせること

もございますが、本当にそういう部分では、寄り

添った保育が反して保育士の負担になるというこ

ともございますが、このような指導に対しては、

どのようにお考えでしょうか。 

○子ども家庭部長 基本的に保育園に登園されて、
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お子様をお預かりすれば、園の方で対応すべきと

いうふうには考えます。ただ、その辺何というの

でしょうか。日々の保育の中で、絶対こうでなけ

ればいけないのだというような厳しい線引きをす

ることがよいのかという点では、課題がある部分

かなと思います。 

  お子様のお食事の件ですけれども、子どもが何

ていうのでしょう、長時間待つことがないように

というようなところでは、当然指導をしていると

いいますか、お話をさせていただいていて、例え

ば全員そろってからいただきますという形で、一

斉にという形になると、どうしてもおなかすいて

るお子さんは、早くから待っていたりとかという

ところもあるので、子どもたちをなるべく待たせ

ない形、あるいは、それぞれのお子さんの状況を

丁寧に見て、対応していくというようなお話を私

どもはさせていただいているところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。この保育園は、

行事とか様々な機会で、保護者の方にもアンケー

トを取りながらやっているところでございます。

ただ、私も聞いていけば集団生活ということもご

ざいますし、一方で、園児お１人に寄り添うとい

うことも大事なことかと思います。今後もその実

情に合わせた、そういう指導体制を是非お願いし

たいというふうにも思っております。 

  そして、今回報告でございました１０月１日現

在の待機児童の状況の報告がございました。今回

１０月１日現在５０名ということで、やはりゼロ

歳児３７名、また、１歳児１３名ということでご

ざいます。 

  また一方で、地域内には空きがあるが自宅から

の距離が離れているということで、こちらの４番

の年齢別空き定員数も３６名、また、６１名とい

うことで空きがある中でも生じているということ

でございますが、その辺の状況については、すみ

ません、もう少し詳しい状況をお聞かせいただけ

ればと思いますので、お願いいたします。 

○私立保育園課長 まず、今年度の待機児童数５０

名でございますが、内訳１０ページにございます

とおり、ゼロ歳児・１歳児で生じてございます。

特に１歳児におきましては、今年度の特徴なので

すけども、需要数がこの歳だけかなり高いといっ

たところがございまして、要は、利用者が多かっ

たというところで、枠をかなり取ったと、そうい

ったところがこの発生原因かなというふうに分析

してございます。 

  また、この空き状況につきましては、今さの委

員御指摘のとおり利用者と空き状況の距離であっ

たり利用時間のアンマッチがございまして、なか

なか利用に至らなかったというところがございま

すが、実際この数空いてございますので、こうい

ったところを有効活用できるような方策を今後検

討していきたいと考えているところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  実は、先ほどの認証保育園でも、今年４名の募

集に対して３０名の応募があったということで、

やはり１歳児の需要は増えているなというふうに

思っているのですね。今育児休暇もかなり進めて

おりますので、１歳まで自分のところで育てて、

その後保育にお願いしたいというニーズも増えて

いるかと思います。この園でも将来はゼロ歳児を

減らして、１歳児を増やしたいということでもご

ざいますので、その辺今後もこの足立区の待機児

童解消アクションプランでも検討するということ

でございますが、この１歳枠の拡充については、

区ではどのようにお考えでしょうか。 

○私立保育園課長 まず、今年度の待機児童数でご

ざいますが、昨年度と比べてみてというところな

のですが、状況としまして、昨年待機が出ている

地域であっても今年出ていなかったりとか、ある

いは、その逆もございます。また、年齢別におき

ましても同じ事象がございまして、今年度は１歳
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児かなり需要数高かったわけでございますが、こ

れが来年度になりますと２歳児になりまして、利

用定員の方がかなり広がるということで、恐らく

吸収できるものと考えてございます。 

  こういった保育需要につきましては、年々また

地域によって異なってまいりますので、この１０

月１日現在の待機児の分析につきましては、また

継続して取り組んでまいりまして、大方傾向とか、

そういった偏り薄いところ、厚いところ、そうい

ったものをまた今後検証してまいりたいとは考え

ているところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。今、国を挙げて、

育児休暇には本当にすごく推進をしているところ

でございます。せっかく１歳までの休暇がある中

で、私の知っている方も１歳になると入れないか

らということで、年度途中で入るというそういう

状況もございますので、よく状況を見極めながら、

この辺の定員数についてもお願いしたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○西の原ゆま委員 私から受理番号４８番の保育士

配置について質問します。 

  日本の保育所は、職員配置の最低基準は戦後か

らほとんど変わっていなくて、１・２歳児は半世

紀以上、４・５歳児は１９４８年に基準が定めら

れてから一度も見直されておりません。世界的に

見ても低い基準は、厳しい労働条件に直結して、

子どもが亡くなる痛ましい事故や保育士による事

故の遠因になっているという指摘もありますと陳

情説明には書かれております。１・２歳児は５０

年以上も変わっていない、４歳・５歳児は７０年

以上も変わってないことが全国各地で話題になっ

て、今保育士や保護者が声を上げて、配置基準見

直しのために行動しています。 

  １歳児の国、都の配置基準は６対１ですが、足

立区は５対１になっております。児童の状況や園

の状況に応じた配置を行っているとありますが、

５対１で続けられている経緯を教えてください。 

○私立保育園課長 まず、国の６対１に対して、足

立区５対１でやらせていただいてございますが、

今現状といたしましては、私立保育園におきまし

ては、各要綱に基づきまして、プラスの配置をさ

せていただいているところがございます。実際こ

の新基準になる予定でございますけども、新基準

のところで、現状の保育士の数が不足するかとい

うと今足立区の方で補助している分を含めて、不

足はしていないところでございますので、当面こ

の５対１というところ変更する考えはございませ

ん。 

○子ども政策課長 どのぐらい前かというのは、ご

めんなさい。押さえていないのですけけれども、

かつて東京都が１歳の保育士の基準を決めるとき

に５対１で始めまして、それを、特別区内で同じ

ように５対１をやっていたという経緯がございま

す。その時たしか、ごめんなさい。これも不確か

なのですけれども、当時は、都の方で補助を出し

て、５対１でというところになっていて、その補

助はもう既になくなっているのですが、やはり５

対１でやっていた以上、区としても５対１で継続

する方がいいだろうということで、今現在も５対

１でやらせていただいているところでございます。 

○西の原ゆま委員 このように１歳児は、東京都の

決めた５対１になってからもやはり５対１の方が

いいということで、区も続けているということが

分かりました。 

  この陳情者たちの保育園の実態を聞くと、若い

保育士が定着しない、全産業と比べると給料も６

万円から７万円低くて、休憩の時間も短い、頑張

り切れない保育士もいて、病欠が出て限界が来て

いる。２人が今休んでいるため代わりの人を探し

ているが、探しても来ない状況があるということ

でした。 
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  こういった実態があると思いますが、どう考え

ておりますか。 

○私立保育園課長 今、西の原委員御指摘のござい

ました保育士不足の点につきましては、我々の方

にもそういった声は届いてございます。区の方と

しましても先ほど答弁しましたとおり、様々な拡

充事業も考えてございまして、より厚い人材確保

の方を進めてまいりたいと思っているところでご

ざいます。 

  また併せて、現場の施設、あるいは事業者に対

しましても保育所の離職する原因を分析いただき

ながら、そういったところで、例えば給与面であ

ったり処遇面のところについては、改善を求めて

いるところでございます。 

○西の原ゆま委員 この陳情のように質の高い保育

を進めていくためには、今必要なことは、子ども

一人一人の成長を保育士が見守ることができる体

制をやはり保育園で確保していくことです。保育

現場で望むことは、大きな事故や不適切な事案の

報道が後を絶たないその背景を改善することだと

思います。保育の人材の確保、定着、育成が困難

な状況を確保する、改善をしていくことだと思い

ます。 

  愛知県の子どもたちにもう１人の保育士をとい

う実行委員会がありますが、保育士２，６４８人

が答えたアンケートによると８４％の保育士たち

が地震や火災が起きたときに国の保育士配置基準

では、子どもの命と安全を守れないと回答してお

ります。足立の保育士からもあと１人保育士がい

ればなどと、そういった場面に何度も向き合って

きたと思いますが、そういった声は上がっていま

せんか。 

○私立保育園課長 現場の保育士たちからの御意見

等というのは、直接区の方には届いてございませ

んが、園を通じて、そういった声は届いてござい

ます。それらにつきましても、今後保育の質の向

上のところで、区としても支援をまた続けていき

たいと思っております。 

○西の原ゆま委員 現場の保育士から届いていない

けれども園から届いているということだったので

すが、このこども家庭庁の実態調査、今年５月に

よると全国で不適切な保育が１，５５３件、その

うち身体的・生態的ネグレクト、心理的な虐待は

１３２件と本当に深刻な状態になっております。

しかし、自治体や施設によって、数字のばらつき

がすごくあって、これは氷山の一角だと思うので

すけれども、年々と保育園の不適切な保育が増え

ている現状がありますが、区としての認識はどう

ですか。 

○私立保健課長 私立保育園におきましては、様々

な施設から様々な事案というか事例が報告されて

ございます。不適切保育と行かないまでもお子様

がけがをするような事案であったりとか、あるい

は、何かトラブルということで報告がなされてご

ざいます。 

  今、西の原委員御指摘の御心配されている点で

ございますが、そういった事案につきましては、

区の方で報告をいただいた後に自己分析、改善等

を園の方とともに考えながらつくり上げてまいり

まして、それを各園、各施設の方に横展開するこ

とで、情報共有し再発防止に努めているといった

状況でございます。 

○西の原ゆま委員 こども家庭庁は、再発防止策と

して、保育士の負担軽減などを盛り込んでいます

が、保育士や保護者の希望でもある配置基準の見

直し、例えば４・５歳児、５歳児クラスにおいて、

フランスでは１５対１、スウェーデンストックホ

ルムでは１８対３、実質６対１のように比較する

と国際的にも保育士配置基準というのは低過ぎる。

本当に日本が見直すときが来たと思っております。 

  陳情の掲載もされておりますが、子どもたちの

ために国や都に保育士の配置基準の最低基準の引
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上げ等、国民の負担増伴わない保育の予算の大幅

な増額を求める意見書を提出してくださいと要望

されています。現状の保育現場を見て、子どもた

ちの当たり前にある遊ぶ権利、意見を表明する権

利などが今十分に保障されていると言えるのでし

ょうか。７０年以上も変化のない保育士基準につ

いて、問題を明るみにして、積極的に語られるよ

うにして、この陳情のどの子にも健やかに成長で

きる質の高い保育へと改善をしていくことを求め

ます。 

○水野あゆみ委員長 要望で。 

○ぬかが和子委員 すみません。先ほどは、質疑で

答弁する側だったのですけれども、受理番号４８

について、紹介議員でもありますが、まず事務局

に質問させていただきます。 

  これは、請願なわけですけれども、同じ種類の

陳情が複数の団体から出されているというふうに

聞いたのですけれども、どうでしょうか。何団体

出されているか分かれば教えてください。 

○区議会事務局次長 同じ陳情、２３団体、代表の

方入れれば２４団体から出ております。 

○ぬかが和子委員 私もいろいろ聞いていたら複数

の社会福祉法人、それから複数のＮＰＯ法人、そ

れから行政書士事務所、こういったところからも

出されているということを聞きました。かつては、

そういう同じ趣旨のものでも出す団体が違うもの

は、文章は同じであっても団体名羅列して、請願

文書表を出されていたのです。住区センターなど

の有料化のときなどはそうでした。是非そういう

改善、表記の改善もやはりしていただきたいと思

うのですがどうですか。 

○区議会事務局次長 今回は、御相談させていただ

いた証明という形にさせていただきましたが、ぬ

かが委員から今ありましたとおり、少しふだんと

通常と違う形で出たときには、議長をはじめ、議

会の皆さんに御相談させていただいて、処理して

いきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 よろしくお願いします。 

  中身については、西の原委員が質疑したので、

私は、もう一つの受理番号３９の先ほど来質問が

集中している、まず子どもの施設の維持管理につ

いてなのですけれども、公立保育園のこの老朽化

した保育園の対策、体制についてなのですけれど

も、先ほど答弁でもありましたが、前回のこの子

ども・子育て支援対策調査特別委員会の質疑の後

に、工藤副区長を先頭に、保育園を実際に見ても

らったということを聞きました。事前に聞いたと

ころ、梅田保育園と東保育園と緑町保育園に行っ

たと。私、終わってから聞かれて、どの保育園の

例ですかと聞かれて、上げた園が全てではないと

いうか、違う園もあったのですけれども、その中

で、どういう問題点を感じたのか。それに対して、

どう対処しようと考えているのか。その辺をお伺

いしたいのですが。 

○子ども施設運営課長 いずれの園も老朽化してい

るという中で、トイレのにおいの問題であったり、

また様々な施設が更新をしなければいけないとい

う、各所あるというところが把握できたところで

ございます。 

  今回ぬかが委員から御指摘あった園も含め、今

後は、しっかり回らせていただいて、各園の状況

を把握させていただき、必要な改修をしていきた

いと考えているものでございます。 

○教育長 私、梅田保育園の方、御一緒させていた

だいて、やはり夏の暑さ対策であったり、またト

イレのにおい対策であったり、特に２階のトイレ、

仕切りを直した方がいいのではないかとか、暑い

ときに窓を開けなければいけないとか冬の寒さの

対策もあったりといところとか、結構当座対応し

なければいけない部分と長期的に見て考えなけれ

ばいけない部分というのがあるのかなというふう

に思いましたので、そこら辺を整理しながら計画
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を立てていく必要があると感じたところでござい

ます。 

○ぬかが和子委員 職員である保育士の休憩する場

所が非常に狭いということと職員用のトイレがな

いという園があったという話を聞いたのですけれ

ども、少ないと言っていたのかな。そこについて

の対処なども考えていただきたいと思っているの

ですがどうでしょうか。 

○子ども施設運営課長 今ぬかが委員から御指摘の

あったトイレが少ない園につきましては、かなり

ある程度の規模の工事になるのですけれども、今

施設営繕部の方と具体的なところ、どのような形

であれば設置できるかというところを詰めている

ところでございますので、設置に向けて、今後も

取り組んでまいります。 

○ぬかが和子委員 是非。先ほどお話ありましたけ

れども、そういう副区長とか教育長とか３園行っ

ていただいたということですけれども、順次そう

いう形で見ていただけるということでよろしいの

でしょうか。 

○子ども家庭部長 今ぬかが委員おっしゃったとお

り、これからほかの園についても順番に回ってい

く予定でございます。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。本当に

結局今までで言うと園長先生の方から緊急工事が

必要になると必死になって声掛けて、区の営繕の

方が来て、暫定的な対応をするとかそういうこと

が基本だったわけです。それにある意味営繕の方

慣れてしまっているわけです。だけれども普通の

目で見たときに、ほかの保育施設と比べたときに

ここは、子どもに適しているのかどうかというと

ころを子どもと過ごすのにどうなのか、保育士が

働く環境どうなのかというところをそういう目で

しっかり外から見て、判断して、対策と対応の計

画を早急に立てていただきたいと思っているので

すがどうでしょうか。 

○教育長 私、学校施設課長やっているときは、本

当に技術職員が学校現場回るというのは、当たり

前の話だったのですけれども、保育園については、

そこら辺がルーティーン化されていなかったなと

いう反省がございます。現場を拝見させていただ

いて、先ほどの繰り返しになりますけれども、当

然やるべきものとその後計画的にやるもの分けて、

組織的に対応していきたいというふうに考えてお

ります。 

○ぬかが和子委員 それから職員配置にも若干関わ

ってくるのですけれども、配置そのものではない

のですが、より質の高い保育をというところで、

前回西の原委員から質問させていただいたいわゆ

る教育次長制度の下での巡回指導の問題。それが

今教育次長制度というのはもうなくなっているの

だけれども、区に聞きますと全く違っていますよ

と。以前とは違っていますよということを言うわ

けです。だけれども現場に行くと、やはり本庁に

いる巡回指導の方、保育資格を持つ方などが回っ

たときに、まるで「家政婦は見た」ではないけれ

どもこう除いてチェックして、後で、点数を付け

てではないけれども園長先生にいろいろ言う。そ

ういうやり方もあると。まだ残っているという話

を聞いていて、これが非常に保育士にとって、ス

トレスになって、前回西の原委員が教育分野の方

での話を言いましたけれども、本来だったら寄り

添い型で、一緒に手足りないとこだったらここを

手伝うとか、そういう形で援助していくというの

が本来の在り方だと。そういう話を実は、前回の

委員会終わった後にもお話しさせていただいたと

思うのです、私。その辺は、特に本庁にいる方々

が悪気はないにしても、どうしても上から目線で

こうしなさいというふうになってしまうというこ

とが現場のストレスになったり現場の創意を生か

すこととマイナスになっているということもある

ということで、その改善を私終わってからも強く
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申し上げたのですけれども、その辺についてはど

うでしょうか。 

○子ども家庭部長 実は、今回組織改正、子ども家

庭部大分大きく行う予定となっておりまして、今

の区立園を訪問しているスタッフについても、子

ども施設指導・支援課の方に、これまで民間の指

導検査等を中心にやっている部分ですけれども、

そこと一体化していく予定をしております。その

中で、足立区全体の保育をどういう水準に持って

いきたいのかとか、いろいろと各園のよい取組を

どう広げていくのかとか、いろいろな視点がある

と思うのですけれども、ですから単に重箱の隅を

つつくようなというよりは、保育士の皆さんがよ

りやりがいのある保育ができるような支援にして

いくように取り組んでいきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○ぬかが和子委員 私もそれは大事なことだと思っ

ていて、保育の質の確保と言ったときにこの委員

会では、昨年、一昨年と議論している中では、私

立保育園の新しい保育園の中で、次から次へと問

題が起きているわけです。そちらこそしっかり指

導してほしいという思いも常々ありましたし、ま

た先ほど、さの委員から指摘があった課題という

のは、実は、公立保育園でやっている保育の当た

り前を見直したら保育が質が向上したという中身

と合致するわけです。つまりお食事の時間は、決

まった時間で一律にやってはいけません、１対１

向き合いなさい、そして、そのためには子どもが

食べたくないのだったらそれを待って、時間をず

らしなさいと、こういうふうになっているわけで

す、足立区としては。だから多分そういう指摘が

あったのだろうというふうに思うわけです。言っ

ていることは悪くはないけれども、それをやるに

は十分な体制、つまり通常の基準以上の体制がな

いとそれは公立だろうが私立小規模だろうができ

ないわけです。そこを十分に念頭に置いていって

いただきたいと思っているのですが、どうでしょ

うか。 

○子ども家庭部長 確かに配置などについては、特

に民間保育園の方は厳しい状況があることは十分

認識しております。ただ、そうは言っても一番大

事なのは、お子様の成長を支える、育むというと

ころでございますので、単にそろわないからでき

ないというだけではなく、どういう取組ができる

のかというところは、我々も一緒に考えていきた

いと思っておりますので、よりよい保育となるよ

うに、現場の保育士さんが潰れてしまうことのな

いような支援を一緒に考えていければと思います。 

○ぬかが和子委員 最後にしますけれども、報告事

項の先ほど１０月１日の待機児童の状況というこ

とで、５０名に増えてしまっていて、しかも、フ

ルタイムの方が半分ぐらいいるというのは、本当

にやはりという感じで、深刻だなと思っているの

です。私ちょっと頭をかすめたのは、そういう状

況の中では、国が言っている「こども誰でも通園

制度」これやりなさいと国は言っているわけです。

保育園ではもう困難ではないかなと、机上の空論

になってしまうのではないかと思っているのです

が、どうでしょうか。 

○私立保育園課長 「こども誰でも通園制度」でご

ざいますが、今ぬかが委員御指摘ございましたと

おり、そちらを利用しますと利用定員にカウント

されるといったところがございます。したがいま

して、今の現状で申し上げますと、こういった年

度途中の待機が出ている状況では、現状のフレー

ムでは受入れが難しいものというふうに考えてご

ざいますが、一部一時預かりを行っている施設に

つきましては、その利用定員に含まれない余剰の

スペースがございますので、そういったところは

活用できないかどうか、今これを検討していると

ころでございます。 

○ぬかが和子委員 本当にそうだと思っているので



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２７  

 

す。それで、定員の定数の配分の関係でも先ほど

１歳児問題ありましたけれども、これもそれこそ

二、三年前からその認可保育園が増えていく中で、

かつては、すごく矛盾していたのだけれども１歳

児から入れない。だからゼロ歳から無理をして、

本当は１歳児からでいいのに、それでも保活が過

酷で、何とか早く保育園を見つけなければという

ことで預ける場合もあったわけです。それで働き

に出るという方がいらっしゃったものが、保育園

が増えていけば普通に１歳児まで育休取れる人は

取ると、取りたいのだということが増えるだろう

というのは、当初から言っていた部分だと思うの

です。 

  先ほど年度によってアンバランスが生じるとい

う答弁がありましたけれども、それも事実かもし

れないけれども、全体としての傾向として、一貫

して足りないのは低年齢の方なわけです。ゼロ歳、

１歳なのです。その中で、１歳が増える傾向とい

うのは、前から指摘、想定されていたことだと思

いますので、そういうことも含めて、待機児が生

じないような誘導や支援、それから今も柔軟にや

ってくださっていますけれども、例えば小規模や

ママさんなどが何歳児を見るのかというところで

の柔軟性、そういうところもしっかりやっていた

だきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○子ども施設入園課長 今ぬかが委員から御指摘の

ありました、ママであるとか、小規模であるとか、

比較的定員をずらしやすい施設ではございますの

で、入所の申込みの状況に応じて、柔軟に対応し

ているというところでございます。 

○水野あゆみ委員長 その他質疑はございますか。 

○野沢てつや委員 受理番号４８番の保育士配置の

最低基準の引上げを求めるということなのですけ

れども、これ自体非常にいいことだと思います。

あと足立区としては、国の配置基準１歳児６対１

のところを独自に５対１に上乗せしているという

ことなのですけれども、例えばなのですけども、

２歳児のところ、国の基準６対１のところを２歳

児においても５対１とかに上乗せすることという

のは可能なのでしょうか。執行機関お願いいたし

ます。 

○子ども政策課長 申し訳ございません。今のとこ

ろ、正直２歳児を６対１から５対１にするという

ことを検討したことがございませんので、対応で

きるかどうかというのは、即答はできかねるとこ

ろでございます。 

○野沢てつや委員 そういったことではなくて、区

独自で、この配置基準を上乗せすることというの

は可能なのでしょうか。 

○子ども政策課長 大変失礼しました。区として、

国の基準から上乗せをするということは可能であ

るというふうに考えております。下回るような基

準にさえしなければ大丈夫です。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  私、駅でビラとか配っているときに１歳児の配

置基準、足立区は５対１にしてくださってありが

たいのだけれども、できれば３対１にしてほしい

というお声があったのですね。今回国が配置基準

見直しということではあるのですが、一方で、１

歳児と２歳児6人のままみたいなのですね。６対

１のまま。やはり６対１、実際子どもを見て分か

ったのですけれども、現実的ではないような気が

するのです。足立区として、現実に合わせてヒア

リング等した上で、例えば１歳児の配置基準５対

１を４対１とか、２歳児の配置基準５対１とかに

そういった独自の上乗せというのを要望として、

していただきたいと思うのです。 

  ただ一方で、今回の受理番号４８番、保育士の

配置の最低基準引上げということなのですけれど

も、区独自で配置基準を見直すことができるとい

うことだったら区でやればいいのではないかと思

えるのですけれども、ぬかが委員ちょっとお伺い
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したいのですけれども、これ国全体として、そう

いう配置基準を求めたいという、そういう意図が

含まれているということでよろしいのでしょうか。 

○ぬかが和子委員 質問ありがとうございます。 

  正に、この陳情を出した方、請願出した方、全

国でやはり先ほど西の原委員、今、野沢委員が言

ったように不適切保育とか忙しい中で、本当に大

変な思いになって、不適切保育、重大事故になり

かねないような状況が配置基準が少ないというと

ころから来ているということで、そこを改善して

ほしいという。それを全国の自治体から意見書と

して、国に上げてほしいということで取り組まれ

たというふうに聞いております。例えば我が党、

うちの区議団としては、区でも独自にできるでし

ょう、やってほしいというのは言っていますけれ

ども、この陳情自体は、やはり国として、子ども

を本当に育てるためにきちんとやってほしいとい

うものになっております。 

○野沢てつや委員 ありがとうございました。趣旨

につきましては十分理解いたしました。 

  あと執行機関の方に関しましては、今回国の配

置基準見直しにおいても１歳・２歳児に関して、

配置基準の見直しがなされないようですので、現

実に即した上乗せ対応等していただけたらと思い

ます。 

  以上です。 

○佐藤あい委員 すみません。あと数点だけ追加で。

受理番号４８新規付託ですので、質問をさせてい

ただきたいのですけれども。 

  そもそも例えば足立区では、追加で配置をする

ときに加算をお金として支払っていると。今国の

方で、見直しも加算というお金でというような方

向性も出ているという中で、そのお金で加算をす

るということで、配置がされないこともあるのか。

されないのであれば、どうしてされないのか。そ

れは、募集をして、保育士を増やしたいと思って

いても増やせない、来ないのか。人材的に足りな

いのか。お金が足りなくてということなのか。こ

ちらはどういうふうにお考えでしょうか。 

○私立保育園課長 今御質問ございました加算につ

いてでございますけれども、説明資料にございま

すとおり様々な加算を区の方で実施してございま

す。これらにつきましては、ほぼ年度当初の段階

で、全て御利用いただいてございまして、保育士

の配置の方は、年度当初はほぼ100％の状況でご

ざいます。ただ、年度途中で御病気になったりと

か、急な御退職等があったときに、そこの欠員が

なかなか埋まらないとそういった現状がございま

す。 

  以上でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。今後配置

を見直していくという流れが進む中でも、既に年

度途中で人が足りないという状況があると。また、

今後これが更に国の基準も厳しくなっていったと

きに、全国的に更に保育士不足が加速をするとい

った中で、人材確保に関して力を入れていかない

と、例えば足立区近隣でも人の取り合いみたいな

ことも起きてくるのかなと思います。 

  そういった中で、足立区で働いていただくため

に足立区で働くメリットというのは、どのように

足立区が示していくとお考えでしょうか。 

○私立保育園課長 足立区で働くメリットといいま

すと、東京都全体で申し上げますとやはり周辺区

でございますので、交通の便等については、かな

り不利な部分があろうかと思います。ただ、そう

いったところを打破するような確保事業の拡充で

あったり、そういったものは、他区に負けないよ

うな施策を打ち出して、更にそれを保育士になろ

うとする方に伝わるような方策、これを今後検討

してまいりたいと思っております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  先日も保育のお仕事のイベントで、参加者少な
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いかなと私は感じたのですけれども、こういった

イベントで来ていただいた方が足立区の保育園を

志望してくれるというのは、１００％ではないと

思うのですね。まず来ていただかないと始まらな

いという中で、これだけ少ない人数にとどまって

いるというのは、どのようにお考えでしょうか。 

○私立保育園課長 今回情報連絡でお示ししました

イベントでございますが、コロナ禍でかなり規模

を縮小して、数年間やらせていただいてございま

した。今年度ほとんどフルな形に戻って、開催さ

せていただいたところでございますが、参加者数

の方につきましては、若干例年よりかは増えてい

るといった状況がございます。 

  あと補足になりますが、今回のイベントの周知

につきまして、足立区のＬＩＮＥ等を活用したと

ころ、かなり問合せ等を申込みの方は増えたとこ

ろでございますので、今後そういった情報発信の

ところにつきましては、更に工夫してまいりたい

と考えてございます。 

○佐藤あい委員 是非今後も更に人材を募集という

ところ、人材確保に関して力を入れていただきた

いなというところです。 

  最後に、本会議の中で、中小企業に対して人材

募集に関しての補助について、検討していく旨の

答弁ありましたけれども、この保育園に関しての

人材募集について具体的な施策として、例えば募

集に係る費用の補助ですとか、そういった採用コ

ンサルの相談みたいなことを検討というのはいか

がでしょうか。 

○私立保育園課長 そういった求人サイトを使った

人材の確保の方策につきましては、様々な自治体

で様々な取組をしておりまして、それぞれのメリ

ット・デメリットがあるやに聞いてございます。 

  そういった状況の分析いたしまして足立区とし

て何が一番ふさわしいか、これは今後検討してま

いりたいと思っております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  最後、要望で。そういった人材募集に掛かる費

用、サイトに掲載する費用の補助というところも、

もちろん検討していただけるとありがたいですけ

れども、やはり今、事務員が不足だったり、職員

不足という中で、サイトに載せるというその事務

作業がもうそもそも大変でできないのですみたい

なお声もありますので、そういったところも含め

て、フォローができるような体制を検討いただけ

ればと思います。これは要望で。 

○長谷川たかこ委員 発達支援児についてお聞きし

たいのですが、発達障がい特性のあるお子さんが

保育園に在籍していた場合にゼロ歳児とかだと特

に問題はないとは思うのですが、だんだん月齢が

上がるについて、１歳、２歳、３歳と。そうする

と職員を加配していかないと対応できないという

状況があると思うのです。実際に幼稚園とか見て

いても年齢が上がるにつれて、もう明らかに１対

１、マンツーマンで対応しなくてはいけないのに、

なかなか加配ができないというところで、幼稚園

に全く来られなくなってしまい、親子共々どうし

ようと言って、療育掛けようにもどこも空き室が

なくて入れないという状況が幼稚園の方ではある

のですね。保育園というのは、そういうことは全

くないというふうに見てよろしいのでしょうか。 

○子ども政策課長 保育園での発達に課題のある方

のお預かりについては、入園のときにまず発達支

援委員会をやらせていただきます。毎年１回では

なくて、毎年クラスが上がることに発達支援委員

会を再度同じ方でやらせていただいて、発達の状

況を確認させていただいた上で、今おっしゃられ

ていたとおり更に加配が必要であればそういう対

応をいたしますし、大分落ち着いてきてもう大丈

夫だということであれば逆にというパターンも両

方ありますけれども、いずれも毎年同じ方に対し

て、発達の状況を確認して、職員の配置を行って
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いるところでございます。 

○長谷川たかこ委員 発達の程度にもよると思うの

ですけれども、私が見ている限りでは、奇声を発

してしまうとか、先生に暴力をしてしまうという

お子さんというのは少なからずいらっしゃるわけ

です。そういう場合は、どこの保育園も職員の加

配というのは、きちんとなされているという認識

でよろしいですか。 

○子ども政策課長 公立園というお話になりますけ

れども、公立園につきましては、発達支援委員会

で認定された場合、少なくともまず加配で１人職

員を付けさせていただいた上で、更に状況である

とかクラスの人数の状況に応じて、更なる加配を

必要に応じて行っているところでございます。必

ずお１人に付き１人職員を付けているという状況

ではございませんけれども、状況を見ながら必要

な加配をさせていただいております。 

○長谷川たかこ委員 今まで幼稚園で見ていると職

員が足りない。あと自治体にお願いをしていても

何かうまく回らないで、療育に行きたいけれども

どこもいっぱいで、さまよってしまう。もう学校

にも幼稚園にも行けないというようなお子さんを

間近で見ているので、公立の保育園に関しては、

そういう状況までは行かないということで、今ま

でそういう事例はなかった、事例はもうこれから

もないというふうに見てもよろしいですか。 

○子ども政策課長 少なくとも公立園につきまして

は、支援児の方に対して、特に定員を設けている

とかはしていないというのと仮に一度入園してい

ただいた後にその状況によって、お預かりできな

いとかということは、これまでもありませんでし

たし、これからもないものというふうに思ってお

ります。 

○長谷川たかこ委員 何か本当にないのかなとちょ

っと思うところはあるのですけれども。だから幼

稚園ではそういう状況で、それが公立の保育園に

おいてはないのかという・・・思うところがあっ

て、加配というところは進んだり行くものなのか

というところでは行きますよということなのです

ね。 

○子ども政策課長 繰り返しの答弁になりますけれ

ども、発達に課題のある方１人に対して、１名必

ず今ももれなく付けられているというわけでござ

いませんけれども、終了した加配はさせていただ

いているところでございます。 

○水野あゆみ委員長 よろしいですか。 

  では、質疑なしと認めます。 

  各会派の意見を求めます。 

○かねだ正委員 受理番号３９と４８両方あるので

すけれども、子どもたちの保育環境の向上という

ことについては、私どもも重要性は十分認識はし

ております。それについては、政府でもまた足立

区でも認識していると思いますし、課題解決に取

り組んでいるのだろうと思います。 

  御要望の中で、もっともっとという御意見、や

はりこれあるのは当然なのですけれども、それに

ついて、どこまでその要望に沿って引き上げてい

くことが必要なのかということについては、まだ

まだ議論をしていく必要があると思いますので、

継続とさせていただきます。 

○佐々木まさひこ委員 こども未来戦略案で、配置

基準の見直しなども行われていく動向もございま

すので、今後その推移を見守りながら継続を主張

したいと思います。 

○ぬかが和子委員 今質疑ありました受理番号３９

についてですけれども、支援を要する子どもにつ

いて、先ほど来必ずしも１人に１人付いているわ

けではないというふうに答弁していましたけれど

も、１人に１人どころではなくて、四、五名に１

人とか、鹿浜こども園の５歳児は１０名ぐらいい

るのです。１人プラス会計年度補佐員的な人、資

格がなくてもいいという、そういう体制なわけで
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す。以前は違っていたのです。ところが、法改正

された中で、公立保育園で受け入れる子どもを拒

まないというふうに改定されたときに、きちんと

何人に１人とか何人だけ受け入れるということで

はなくなったのだけれども、それに伴っての配置

は、非常に不十分だというふうに考えております。

それは、今日は、これ前々回私質疑したので、詳

しくやりませんでしたけれども、そういったこと

も含めて、受理番号３９については、本当に大切

なことだと思っておりますので、採択です。 

  それから受理番号４８は、もちろん紹介議員で

はあるのですけれども、この請願の文章の中でも、

やはり全ての職員の処遇改善の実現を目指して意

見書を上げてほしいということを言っているわけ

です。これは、本当に大切だと思っていて、やは

りみんな私も保育士だったから分かる、子どもが

嫌いで保育士になる人いないわけです。いい保育

したいと思って保育士になるのだけれども、なっ

てみると休憩も十分に取れない、特にトイレが行

きづらい。そして、膀胱炎とか肩こりとか腰痛と

か、こういうのは保育士の職業病というふうに言

われていて、やはりゆったりとした保育環境で保

育士をしっかり処遇もよくして増やしていくとい

う国家的な問題だとは思っているのです。だから

こそ意見書を上げる必要があるというふうに思っ

ています。ということで両方とも採択です。 

○野沢てつや委員 ３９、４８両等まだまだ議論が

必要だと思いますので、継続でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 ３９に関しては継続、４８に

ついては採択お願いします。 

○佐藤あい委員 子どもの保育環境の充実、保育士

の処遇改善、そして、保育士の確保に対しての対

策というところについては、国への要望という考

えももちろんですけれども、足立区からとか東京

都から動いて、国を動かしていくという流れもあ

るかなということも踏まえまして、国の動向も見

ていきたいと。何から動いていくべきかというと

ころより議論を深めてまいりたいと考えておりま

すので、どちらも継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員長 では、本件につきましては、

２回に分けて採決をいたします。 

  まず、受理番号３９について、採決をいたしま

す。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。受理番

号３９につきましては、継続審査とすることに決

定をいたしました。 

  次に、受理番４８について、継続審査とするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。よって、

本案は継続審査とすることに決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

[執行機関一部退場] 

○水野あゆみ委員長 退席前ですが、時間の関係で

進めさせていただきます。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 次に、報告事項に移ります。 

  執行機関、説明をお願いいたします。 

○地域のちから推進部長 恐れ入ります。報告資料

の地域のちから推進部版を御覧いただければと存

じます。 

  ２ページでございます。 

  件名は、足立区立学童保育室の指定管理者業務

評価結果についてでございます。 

  １５ある指定管理者の運営している学童保育所

のうち、ワーカーズコープが運営を担っている４
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か所除いた１１か所について、御報告をするもの

であります。 

  なお、ワーカーズコープにつきましては、別途

再評価をした上で、報告するものとさせていただ

きたいと思っております。 

  評価委員会の開催日が７月２０日でしたが、こ

の直後にワーカーズコープから不適正な報告があ

ったということで報告がありましたので、再評価

をするものでございます。 

  評価委員の構成メンバーですとか、評価項目等

については、御覧いただければと存じます。 

  ４ページを御覧いただければと存じます。 

  ワーカーズコープにつきましては、１２月末ま

でに再評価を実施して、評価を確定したいという

ことで、今のところ考えてございます。 

  ９の今後の予定でございます。 

  今回の評価結果を指定管理者に通知するととも

に、今後の業務改善につなげていくよう指導し、

実地調査において確認をしていきたいとこのよう

に考えてございます。なお、評価結果の公表につ

きましては、今月下旬を予定しております。 

  大変申し訳ございません。冒頭１５と申し上げ

ましたが、合計１６でございます。 

  以上でございます。 

○水野あゆみ委員長 何か質疑はございますか。 

○長井まさのり委員 時間もあれですので、端的に

伺わせていただきます。 

  委員会での主な意見の中で、保護者アンケート

の結果からとありますけれども、このアンケート

の結果は、まだ報告がない状況でございますけれ

ども、どういった声があったのか。また、何か課

題があれば改善策であったりとか、事後フォロー

についても伺います。 

○住区推進課長 保護者アンケートにつきまして、

全般的な御意見としましては、保護者との情報共

有、それから現場以外の相談窓口の周知、この２

点が比較的低いという評価になっておりました。 

  保護者との情報共有につきましては、保護者会

の回数を増やしていただくですとか、また、子ど

もたちの行事と何かセットで、そういった場を設

けるですとか、そういった対策が必要かなという

ふうには考えております。 

  また、現場以外の相談窓口の周知につきまして

は、毎月のお便りですとか、それから各学童保育

室の中での周知をしていてもなかなか保護者の方

にアンケートの結果としては低くなってしまうと

いう御意見もございまして、単に子どもたちの日

頃の様子などをお伝えしながら窓口の周知も行っ

ていく、そういったところが必要かなというふう

には考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。指定管理者へ

の改善要望の中でも、この保護者会を工夫して、

開催してほしいという状況もございます。 

  また、学童だよりなどもしっかり工夫をして、

発信をしていただいて、ふだんの様子を積極的に

保護者の方々に届けていただきたいと思います。 

  時間もあれなので、端的にしますけれども、あ

とこの職員の離職率が高い、この離職率について

はどうか。また、原因分析についても伺います。 

○住区推進課長 団体の離職率で見ますと確かに４

０％ですとか、中には５０％を少し超えるという

ところもございます。私、直営学童の採用面接な

ども行っておりますけれども、やはり子どもと遊

ぶようなイメージを持って、学童の仕事に応募さ

れてくる方もいらっしゃいますが、実際働いてみ

ますと高学年の方もいて、なかなか力も強かった

りですとか、言うことも聞いていただけなかった

りとか、また、保護者対応というところがかなり

負担に感じる方もいて、当初のイメージとギャッ

プを持つ方もいらっしゃるのかなというふうには

感じております。また、そうした仕事の内容と給

料というところが合わないというふうに感じる方
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もいらっしゃるのではないかというふうには感じ

ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  我が党吉田議員の代表質問でも要望させていた

だきましたけれども、民設学童保育室の補助金で

あったりとか、また指定管理学童保育室運営事業

者への委託料についても人件費を含めて見直しを

要望しまして、前向きな答弁をいただきましたけ

れども、再度確認しますが、いかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 新規学童の誘導ですとか、

もろもろのことを考えますと、やはり人件費、家

賃補助等々については、見直しが必要だと思って

おりますので、６年度の当初予算に反映できるよ

うに現在のところ精査を進めているところでござ

います。 

○長井まさのり委員 分かりました。また、住区に

つきましても、職員確保に向けた処遇改善という

ことで、こちらも前向きな答弁ありましたけれど

も、時給単価であったりとか、通勤手当について

も再度伺わせていただきます。 

○地域のちから推進部長 学童保育室含め住区セン

ター全般的にやはり人集めが難しいという状況の

お話を聞いておりますので、人件費単価を含め、

採用に資する部分についてのお金の見直しを少し

させていただきたいと思っております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、このワーカーズコープで、第三者委員会

を設置と聞いていましたけれども、どうなったの

か。また、現在の調査の進捗についても伺います。 

○住区推進課長 ワーカーズコープの方での第三者

委員会の設置、その御報告につきまして公表につ

きましては、１２月末頃か、もしくは年明け当初

ぐらいにというふうには聞いているところになり

ます。 

  現在区の方でもワーカーズコープから提出され

た資料、内容につきまして、区の方での令和４年

度分と令和５年の６月までの分にはなりますが、

全１０か所についてチェックを行いまして、当初

ワーカーズコープから出していただいたものと区

の調査につきまして、少し差も出ておりますので、

その差の理由などを今確認を取っている最中でご

ざいます。 

○長井まさのり委員 報告は、年明けになるかと思

いますけれども、また、このワーカーズコープの

件を受けて、今後のこの業務評価の内容であった

りとか、評価項目であったり、評価方法について

の見直しについては、区はどのように考えている

のか伺います。 

○地域のちから推進部長 今回ワーカーズコープの

再評価をするに当たりまして、大変恐縮ですが

我々評価に当たっては、法令遵守は当たり前の大

前提だと思っていたところ、今回そこがなくなっ

てしまったことも踏まえて、評価の在り方につい

ては、今後見直しが必要だというふうに思ってお

ります。 

○かねだ正委員 私ももう時間が大分超過している

ので、前置きとか抜きに端的に質問させていただ

きます。 

  ３社、指定管理者担当課評価委員で評価をされ

ているのですけれども、５点ということで、なか

なかね５点評価なので、２点というのなかなか付

けづらい。２点というのが、１点は特にないし、

２点というのは、なかなか評価としては低いのか

と思う中で、なおかつ指定管理者で自分のところ

のことですから、なかなか２点というのは、付け

ない。これを付けづらいというか、自信があると

ころはなかなか付けないのですけれども、そうい

った中で、唯一指定管理者も担当課も２点を付け

ているというのがしかも二つなのですけれども、

竹の塚学童保育室の日本保育サービスのところな

のです。労働環境の状況確認ということで、先ほ

ど長井委員から質問があった離職率については、
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離職率が結果的に高いから２点、お互い２点を付

けているというのは分かるのですけれども、もう

一つのところの適切な財政運営、財産管理が行わ

れているかのところの計画的な管理経費の執行、

安定的な運営、委託料が計画的かつ適切に執行さ

れているかというところが指定管理者も担当課も

２点になっているわけです。その理由は何なのだ

ろうというふうに見ていくと、一番下の記入欄の

ところに計画どおりに委託料が執行されていない

等々いろいろ書いてあるのですけれども、これは、

具体的にどういうことですか。 

○住区推進課長 別添資料の３８ページの件という

ことでよろしいでしょうか。 

○かねだ正委員 そうです。 

○住区推進課長 こちらにつきましては、竹の塚学

童ですので、実は、今回令和４年度からの事業者

になります。切替えによって、令和４年度から事

業者になりまして、例えば午前中の人員配置の部

分が本来は、私ども求めている基準以上に事業者

の方で配置をしていたというのが当初ございまし

た。そういったところの基準を満たしていないと

いうことではなくて、基準以上に人の配置をして

いたというようなところがまずございました。 

  それから、ここの学童保育室につきましては、

先ほども少しお話しさせていただきましたけれど

も、高学年のお子さんがいらっしゃいまして、何

と言うのですか、かなり手の掛かるお子さんがい

たということがございまして、そのお子さんに対

して、通常の人員配置以上に事業者の方で対応し

ていたというところが一つ大きな要素にはなって

おります。 

○かねだ正委員 となると一般的に見て、経費とし

ては掛かるけれども、何て言うのか内容としては、

マイナスというか悪いことではないということな

のですか。それでマイナスになってしまうという

評価なのですか。 

○地域のちから推進部長 かねだ委員御発言のとお

り、限られたお金の中で手厚くやっていたという

ことにはなるとは思うのですが、経費の使い方と

して適切かどうかというところについては、先々

のことを考えると、こういうような評価をさせて

いただいたと。 

○かねだ正委員 ごめんなさい。例えばそれでプラ

スで委託料を払うわけではないでしょう。という

ことになるとそれは、管理の中で施設が必要だと

思ってやっていることで、委託料の中でやってい

ることだから、何もここで２点ということにする

必要は僕はないと思うのですけれども。その辺の

基準がよく分からないのだけれども、どうなので

すか。 

○地域のちから推進部長 ここについては、非常に

難しい問題だとは思っております。何がといいま

すと一方では、他の事業所からはうちがお支払い

しているお金では、もうけが出ない、利益が出な

い、人が雇えないという御意見もいただいており

ます。したがいまして、我々としては、基本的な

目安としての部分をお示しをしていただいて、可

能な限りそこに沿ってやっていただくことで、委

託費ですとか補助金ですとかそういったものの目

安をお示しさせていただいております。ただ、そ

こに対して、過剰な配置ということになると、や

はりそこについては、経営効率はどうでしょうか

というところで、今回は点数が低くなったという

ことで御理解をいただければと思っております。 

○かねだ正委員 そこは、ちょっと私も分からない

のですけれども、過剰なというよりもそこに事業

者が必要性を感じて、企業努力の中でやるのであ

れば、それは企業努力だから、事業者が必要だと

思って、企業努力の中でやっていることだから評

価をしてあげてこそあれマイナス評価になるとい

うことは、やはりおかしいと思うので、きちんと

その部分についても今回はこういう結果出ていま
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すからあれですけど、やはり評価の基準を見直し

ていくべきだと思うのですけれどもこのプラス４

とかプラス５になってもおかしくないと思うので

すけれども。それについては。 

○地域のちから推進部長 先ほどもワーカーズコー

プの件で御答弁させていただいていますけれども、

こういった評価項目については、随時見直しが必

要だと思っておりますので、今のかねだ委員の御

発言も含めて、様々検討して見直しにはさせてい

ただきたいと思っております。 

○水野あゆみ委員長 お願いいたします。 

○西の原ゆま委員 私の方から竹の塚保育園３８ペ

ージのところについて聞きます。 

  個人情報・労働基準法の担当課の記入欄に離職

率が低い原因を分析しながら改善を図っていただ

きたいとあります。しかし、評価点は２点で矛盾

しております。下の評価委員の中にも離職率を改

善されたいとしておりますが、これはどういうこ

とですか。 

○住区推進課長 ３８ページの１０番のところにな

るかと思いますけれども、団体の離職率と見して

みますと竹の塚学童につきましては、４０％を超

える形になっておりまして、私どもの評価として

は、低く付けさせていただいたという内容にはな

ります。 

○西の原ゆま委員 担当課記入欄のところに離職率

が低い原因を分析しながら改善を図っていただき

たいということで、離職率が低いと言っているの

にもかかわらず、改善を図っていただきたいとい

うことで２点にしていて、評価委員の方も離職率

を改善されたいと書いているので、これはどうな

のかなと。 

○住区推進課長 大変申し訳ございません。こちら

につきましては、離職率が高い原因ということで、

誤植になります。申し訳ございません。 

○地域のちから推進部長 大変申し訳ありません。

この項目につきましては、離職率が団体全体で１

０％未満ですと５点、今回こちらにつきましては、

入社３年以内の離職率の平均値が団体全体で４

０％以上６０％未満ということで、直近が４１．

６％でしたので２点ということにさせていただい

ております。 

  記載に誤りがありまして、大変申し訳ありませ

んでした。 

○西の原ゆま委員 あと気にして見たのが、評価に

ついてのギャップがあるかどうかです。指定管理

者の評価と担当課の評価が５とか４とか一つ違う

のはよくあることなのですけれども、１２ページ

のせきや学童の２６番が４と２で、指定管理者は

水準を上回っているとしていますけれども、担当

課は水準を下回っている。３２ページの江北五色

のさくらの学童でも２４番が４で２で、ギャップ

が二つもあって、更に３６ページのつぼみ学童の

２２番では、指定管理者が５，最高水準を言って

いるのにもかかわらず、担当課は、基準をクリア

していない２に水準を下回っています。これはど

ういった実態があったのですか。 

○住区推進課長 すみません。それぞれのところと

いうよりは、まず評価の仕方のところで御説明さ

せていただきます。 

  今回、例えばその１２ページの２６番というと

ころで、相談及び苦情の対応というところがござ

います。こちら項目としては、今資料としてお出

しさせていただいている項目としては、一つの項

目にはなっておりますけれども、その項目自体を

区の方でのチェックポイントというものを幾つか

更に細かく定めておりまして、チェック項目の方

が達成できていた数によって、評価を担当課の評

価は一律させていただいたところになります。そ

の結果として、この１２ページの２６番のところ

につきましては、担当課評価としては２というふ

うになったということになります。 
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  そのほかのところにつきましても、同様にチェ

ックの丸の数で評価をさせていただいております。 

○西の原ゆま委員 評価にやはりこれだけ差が出る

というのは、そもそもの評価基準とか判断基準が

適切なのかなという疑問が残ります。評価という

のは、そもそも評価する自身が評価基準をしっか

りと把握した上で、共通の認識を持っていないと、

どういったときに５を付けて、またどういったと

きに厳しい２点を付けなければいけないのかとい

うのがなければ、その人の判断材料というか判断

によって、点数がかなり違ってくるかなと思いま

すが、その点に関してはどうですか。 

○住区推進課長 評価項目につきましては、毎年度、

例えば今年度の結果につきまして、こういった状

況でしたということを当然お伝えし改善をしてい

ただいております。そうした中で、評価の項目の

ポイントというのは、こういったところになりま

すというお話をさせていただいております。 

  それから、先ほど事業効果のところにつきまし

ては、こちらは、保護者アンケートの結果を基に

付けさせていただいておりますので、指定管理者

としては、高い評価を自分たちは思っているとい

うところはあるかもしれないのですけれども、保

護者の評価としては、それほど高くなかったとい

うところで、ギャップというのは生じております。 

○西の原ゆま委員 事業のそれぞれの評価があるの

かもしれないですけれども、もう１点だけ。せき

や学童の１２ページの総合評価についても気にな

る点があるので質問します。 

  このせきや学童は、総合の評価はＡなのですけ

れども、今言われた２６番の相談及び苦情の対応

について、区の担当課は、水準を下回る２点を付

けています。保護者との信頼関係を築いていける

かどうかを見ることができる項目で、大事な評価

項目だと思うのですけれども、そこで２点を取っ

ているのに、区の担当課の総合点が１８７点であ

って、１点低かったらＡマイナスの評価で、ぎり

ぎりのＡだということは分かるのですけれども、

指定管理者の総合点がＡプラスだから、結局は総

合評価がＡになってしまうのですね。 

  あと、総合評価項目の中で、全部の中で、水準

がクリアできていないのにそれが下回っているの

にかかわらず全体でＡが付けられているというの

は、どうなのかなと思っていて。学校の現場で言

って申し訳ないのですが、学校の成績だったら、

この評価は、目的も活用もかなり大きくかけ離れ

ているのは承知で述べますが、水準が一つだけで

もクリアできていないという場合は、総合評価の

中で、最高点の５とか４になることはまずなくて、

細かい項目の中において、その水準を見ていく中

でＣという成績の生徒は１人もいないのです。で

も、これだと総合評価Ａというのを見てしまうと、

その改善点に焦点を当てるべきところがすごく薄

れてしまうのではないかと思うのですが、いかが

ですか。 

○地域のちから推進部長 評価の在り方について、

評価の仕方の問題だと思っております。 

  今現在は、西の原委員の御発言のような１個で

も水準点が下回ったら絶対Ａは付かないというル

ールになっていないので、単純に点数の積み重ね

で、ＡとかＢとかやっているわけです。そこを評

価を見直すときに例えばですけれども１個でも２

が付いたら総合評価１番上でもＢにしか行かない

のだとか、そういうふうにするかどうかをこれか

ら検討させていただければとは思っております。 

○西の原ゆま委員 この２点のところをやはり見る

と、労働環境の改善に向けてが一番、１２園中９

園が２点になっていて、そういうところをきちん

と見ていくためには、総合評価でＡとかなってい

っても見られないというか、すごい薄れてしまう

ところがたくさんあると思うので、そういったと

ころを取り組んでいただくことを要望します。 
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○水野あゆみ委員長 要望で。 

  その他ございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○水野あゆみ委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 次に、その他に移ります。 

  何かございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○水野あゆみ委員長 なしと認めます。 

  以上をもちまして、子ども子育て支援対策調査

特別委員会を閉会いたします。 

午後零時２７分閉会 


